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◇
第
52
回
通
常
総
会
・
全
国
大
会
◇

６
月
13
日（
水
）福
井
県
に
お
い
て
開
催

全
国
か
ら
多
数
の
参
加
を

―　

出
席
者
・
宿
泊
の
申
込
を
受
付
中　

―

来
賓
、
参
加
者
を
迎
え
る
準

備
に
入
っ
て
お
り
、
全
国
か

ら
の
多
数
の
出
席
を
呼
び
か

け
て
い
る
。
申
込
締
切
は
、

五
月
二
十
一
日
（
月
）
で
す
。

　

総
会
、
大
会
等
の
日
程
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
全
管
連
で
は
総
会

等
関
連
行
事
の
円
滑
な
準
備

運
営
を
図
る
た
め
、
所
属
組

合
を
通
じ
て
出
席
者
の
予
備

調
査
を
実
施
し
、
四
月
末
現

在
で
約
四
百
名
が
出
席
予
定

と
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
第
五
十
二
回
通
常
総
会
・

全
国
大
会
・
懇
親
会
◇

１
、
日
時　

平
成
二
十
四
年

六
月
十
三
日
（
水
）（
受
付

午
後
一
時
〜
）

○
総
会　

午
後
二
時
〜
三
時

三
十
分
。

○
大
会　

午
後
四
時
〜
五

時
。

○
懇
親
会　

午
後
五
時
三
十

分
〜
八
時
。

２
、
場
所

　

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

（
福
井
市
田
原
一
―
一
三
―

六
、
電
話
〇
七
七
六
―
二
〇

―
五
〇
六
〇
）。

総
会
・
大
会
会
場　

二
階「
小

ホ
ー
ル
（
メ
イ
ン
））
並
び

に
地
下
一
階
「
地
下
大
会
議

室
」。

懇
親
会
会
場　

一
階
「
大
ホ

ー
ル
」。

３
、
会
費　

　

一
人
三
万
円
、
夫
人
同
伴

の
場
合
二
人
で
四
万
五
千
円

（
税
込
み
）。
総
会
、
全
国
大

会
、
懇
親
会
は
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
お
り
ま
す
（
宿
泊
費
は

別
料
金
）。

◇
記
念
イ
ベ
ン
ト
◇

１
、
記
念
旅
行
（
福
井
県
嶺

北
地
方
（
県
北
部
）
を
代
表

す
る
、
有
名
観
光
地
の
歴
史

と
食
と
文
化
を
訪
ね
る
旅
、

六
月
十
四
日
・
十
五
日
）〔
最

少
催
行
人
員
三
十
五
名
〕

　

四
名
一
室
で
一
名
に
つ
き

四
万
円
、
三
名
一
室
で
一
名

に
つ
き
四
万
四
千
二
百
円
、

二
名
一
室
で
一
名
に
つ
き
四

万
九
千
円
、
一
名
一
室
に
つ

き
五
万
三
千
六
百
円
（
税
込

み
）。

日
程
〈
六
月
十
四
日
（
木
）〉

宿
泊
ホ
テ
ル
↓
福
井
県
立
恐

竜
博
物
館
↓
永
平
寺
・
昼
食

と
参
拝
↓
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺

跡
↓
芦
原
温
泉
「
ま
つ
や
千

千
・
せ
ん
せ
ん
館
」（
泊
）

〈
六
月
十
五
日
（
金
）〉
芦
原

温
泉
↓
奇
勝
・
東
尋
坊
↓
北

潟
菖
蒲
園
↓
丸
岡
城
↓
昼
食

↓
ホ
テ
ル
又
は
福
井
駅
で
解

散
。

２
、
ゴ
ル
フ
大
会

①
日
時　

平
成
二
十
四
年
六

月
十
四
日
（
木
）

②
場
所　

芦
原
ゴ
ル
フ
ク
ラ

ブ
・
海
コ
ー
ス
③
募
集
人
員

二
十
五
組
百
名
限
定
④
会
費

及
び
プ
レ
ー
代　

一
人
一
万

八
千
円
（
会
費
三
千
円
、
プ

レ
ー
代
一
万
三
千
円
、
昼
食

二
千
円
）
⑤
競
技　

十
八
ホ

ー
ル
ズ　

ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ

イ　

ダ
ブ
ル
ぺ
リ
ア
方
式
。

福
井
県
連
の
冨
田
会
長
に
よ

る
参
加
呼
び
か
け

◇
今
後
の
主
要
（
関
連
）
行
事
予
定
◇

５
月
16
日
（
水
）
正
副
会
長
・
ブ
ロ
ッ
ク
長
・
部
長
会
議

５
月
28
日
（
月
）
第
３
１
０
回
理
事
会

６
月
13
日
（
水
）
第
52
回
通
常
総
会
・
平
成
24
年
度

　
　
　
　
　
　
　

全
国
大
会
・
懇
親
会

　
　
　
　
　
　
　

福
井
市
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ザ

　

本
会
の
第
五
十
二
回
（
平

成
二
十
四
年
度
）
通
常
総

会
・
全
国
大
会
及
び
関
連
行

事
は
、
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
の

福
井
県
管
工
事
業
協
同
組
合

連
合
会
（
会
長
・
冨
田
行
雄

氏
）
が
担
当
し
、
来
る
六
月

十
三
日
（
水
）
に
福
井
市
の

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ
に

お
い
て
開
催
さ
れ
る
。

　

北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い

て
は
、
全
国
か
ら
訪
れ
る
ご
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水
道
週
間
へ
の
御
協
力
に
つ
い
て 

厚
労
省　
　

４
面

Ｐ
Ｒ
チ
ラ
シ
を
配
布 

全
管
連　
　

４
面

建
設
業
経
理
検
定
試
験
の
ご
案
内 

５
面

浄
化
槽
管
理
士
講
習
等
の
ご
案
内 

６
面

　

農
林
漁
業
団
体
な
ど
の

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
か
ら
日
本
の
食
と

暮
ら
し
・
い
の
ち
を
守
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
日
経
新
聞

（
四
月
二
十
日
）
で
一
面
を

使
い
、
野
田
総
理
大
臣
宛
に

Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済
連

携
協
定
）
参
加
反
対
、
日
本

の
美
し
い
風
景
な
ど
を
次
世

代
に
つ
な
い
で
ほ
し
い
と
意

見
広
告
を
掲
載
し
た
。
◆
外

銀
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
し
て
活

躍
し
た
藤
巻
健
史
氏
は
、
日

本
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
騒
ぐ
前
に
諸

悪
の
根
源
で
あ
る
円
高
問
題

で
騒
が
な
く
て
は
い
け
な
か

っ
た
。
農
業
問
題
と
い
う
よ

り
為
替
問
題
で
あ
る
。
中
国

産
ネ
ギ
一
束
が
百
円
で
も
円

安
で
二
百
円
に
な
れ
ば
日
本

産
ネ
ギ
百
五
十
円
が
売
れ

る
。
中
国
は
安
い
人
民
元
を

最
大
限
利
用
し
て
世
界
の
工

場
に
の
し
上
が
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。
◆
円
が
強
く
な
る

と
外
国
人
の
労
働
力
が
安
く

買
え
、
外
国
人
労
働
者
を
求

め
て
日
本
企
業
は
海
外
に
進

出
。
工
場
な
ど
が
閉
鎖
さ
れ

れ
ば
、
商
店
街
に
も
買
い
物

客
は
い
な
く
な
り
商
店
街
は

シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
化
す
る
。

為
替
と
は
縁
遠
い
が
地
元
に

根
差
す
我
が
業
界
は
、
地
域

社
会
の
繁
栄
と
維
持
が
図
れ

る
た
め
に
も
災
害
対
応
、
イ

ン
フ
ラ
の
維
持
管
理
な
ど
の

面
で
尽
力
し
よ
う
。

地
震
等
緊
急
時
応
急
復
旧
工
事
対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
第
２
回
合
同
Ｗ
Ｇ

第２回合同ＷＧ

　
「
地
震
等
緊
急
時
に
お
け

る
応
急
復
旧
工
事
対
応
マ
ニ

ュ
ア
ル
」改
訂
に
関
す
る「
自

ら
が
被
災
地
と
な
っ
た
応
急

復
旧
へ
の
対
応
に
関
す
る
Ｗ

Ｇ
」
及
び
「
応
急
復
旧
応
援

に
お
け
る
見
直
し
Ｗ
Ｇ
」
第

二
回
合
同
会
議
は
、
四
月
十

　

今
回
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂

ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
五
点
。

①
初
動
体
制
に
お
け
る
通
信

手
段
の
確
保　

　

大
災
害
発
災
直
後
の
連
絡

体
制
を
整
備
し
、
ま
た
、
ブ

ロ
ー
ド
バ
ン
ド
等
を
活
用
し

た
通
信
手
段
の
体
制
を
構
築

献
花
を
行
う
杉
山
災
害
対
策

担
当
理
事

す
る
。

②
応
援
要
請
の
再
構
築

　

日
本
水
道
協
会
と
改
め
て

応
援
要
請
に
つ
い
て
協
議
を

行
い
、
全
管
連
都
道
府
県
支

部
と
日
水
協
都
道
府
県
支
部

が
互
い
に
連
携
し
、
情
報
共

有
で
き
る
体
制
に
改
善
す

る
。
ま
た
、
レ
ン
タ
ル
機
材

及
び
資
材
の
確
保
・
調
達
に

つ
い
て
、
情
報
連
絡
が
円
滑

に
遂
行
す
る
よ
う
協
定
を
締

結
し
て
い
る
各
社
と
さ
ら
な

る
連
携
強
化
策
を
検
討
し
、

応
援
要
請
の
優
先
順
位
の
確

立
等
に
つ
い
て
も
再
確
認
・

再
調
整
を
行
う
。

③
工
事
請
負
費
基
準
の
見
直

し
及
び
検
証

　

東
日
本
大
震
災
の
応
援
派

遣
を
行
っ
た
組
合
の
精
算
項

目
、精
算
内
容
等
を
検
討
し
、

全
管
連
作
成
の
「
工
事
請
負

費
」基
準
の
見
直
し
を
行
う
。

特
に
、
人
件
費
の
一
律
五
割

増
し
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

④
平
時
の
準
備
の
対
応
と
し

て
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
作
成

　

発
災
直
後
の
初
動
体
制
に

お
い
て
混
乱
を
招
か
な
い
よ

う
予
め
チ
ェ
ッ
ク
項
目
リ
ス

ト
の
作
成
を
推
奨
し
、
そ
の

チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
例
示
。

⑤
応
急
給
水
応
援
の
作
業
指

示
書
、
報
告
書
の
様
式
追
加

　

応
急
給
水
活
動
は
、
原
則

と
し
て
水
道
事
業
体
が
行
っ

て
い
る
が
、
水
道
局
職
員
の

減
少
等
に
よ
り
組
合
に
対
す

る
応
援
要
請
を
踏
ま
え
、
そ

の
応
援
活
動
を
行
っ
た
際
の

報
告
書
様
式
を
追
加
す
る
。

さ
ら
に
、現
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、

他
県
か
ら
被
災
地
へ
の
応
急

復
旧
応
援
を
想
定
し
た
も
の

で
、
実
際
に
自
ら
が
被
災
地

と
な
っ
た
場
合
は
活
用
で
き

な
い
と
の
指
摘
も
あ
り
、「
被

災
地
に
お
け
る
地
元
組
合
の

災
害
対
応
に
つ
い
て
」
を
新

た
に
追
加
し
た
。

　

今
後
は
、
日
本
水
道
協
会

を
は
じ
め
と
し
た
関
係
機
関

と
種
々
の
論
点
を
整
理
・
検

討
し
、
平
成
二
十
四
年
十
二

月
の
完
成
に
向
け
作
業
を
進

め
、
特
に
中
小
都
市
の
会
員

組
合
の
指
標
と
な
る
内
容
と

な
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
を
目

指
し
て
い
く
。

七
日
に
宮
城
県
仙
台
市

の
宮
城
県
管
工
業
協
同

組
合
に
て
行
わ
れ
、
翌

日
は
被
災
地
を
視
察

し
、
石
巻
地
方
広
域
水

道
企
業
団
及
び
石
巻
広

域
管
工
事
業
協
同
組
合

を
表
敬
訪
問
し
た
。（
出

席
者
は
七
面
全
管
連
の

う
ご
き
を
参
照
）

　
　

マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
案
骨
子
が
固
ま
る　
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約
二
千
億
円
の
企
業
年

金
を
消
失
さ
せ
た
Ａ
Ｉ
Ｊ

投
資
顧
問
事
件
。
平
成
二

十
三
年
三
月
末
時
点
で
Ａ

Ｉ
Ｊ
に
運
用
委
託
し
て
い

た
企
業
年
金
は
八
十
四
。

そ
の
九
割
は
中
小
・
零
細

の
地
域
同
業
者
が
集
ま
る

「
総
合
型
」
の
厚
生
年
金

基
金
で
あ
っ
た
。
日
本
経

済
新
聞
紙
上
に
も
掲
載
さ

れ
た
と
お
り
、
本
会
関
係

の
管
工
事
業
厚
生
年
金
基

金
で
も
北
信
越・千
葉
県・

埼
玉
県
・
京
滋
の
四
基
金

で
合
わ
せ
て
六
十
八
億
円

も
の
会
員
企
業
か
ら
預
か

っ
た
貴
重
な
年
金
が
失
わ

れ
た
。

　
本
事
件
を
受
け
、
総
合

型
の
厚
生
年
金
基
金
の
ほ

と
ん
ど
が
年
金
給
付
に
必

要
な
積
立
金
不
足
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊

後
も
多
く
の
基
金
が
年

五
・
五
％
と
い
う
高
い
予

定
利
率
に
縛
ら
れ
、
利
回

り
低
下
と
年
金
受
給
者
の

急
増
と
い
う
実
態
に
対
応

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、

こ
の
Ａ
Ｉ
Ｊ
問
題
を
さ
ら

に
深
刻
化
さ
せ
、
厚
生
年

金
基
金
の
構
造
上
の
問
題

を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

　
さ
て
、
総
合
型
の
厚
生

年
金
基
金
は
、
公
的
年
金

の
一
部
を
代
行
運
用
す
る

た
め
、
運
用
で
損
失
を
抱

え
る
と
公
的
年
金
部
分
も

穴
埋
め
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

母
体
企
業
の
負
担
は
重
く

な
る
。
こ
の
負
担
を
逃
れ

よ
う
と
、
二
千
年
代
に
入

る
と
経
営
体
力
の
あ
る
大

企
業
は
、
厚
生
年
金
基
金

を
解
散
し
た
り
、
代
行
資

産
部
分
を
国
に
返
還
し
、

確
定
給
付
企
業
年
金
に
衣

替
え
し
、
保
証
利
回
り
を

二
・
五
％
に
す
る
な
ど
の

対
応
を
図
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
行

法
で
は
、
解
散
も
代
行
運

用
へ
の
衣
替
え
も
、
ま
ず

積
立
金
不
足
の
穴
埋
め
が

そ
の
条
件
と
な
っ
て
お

り
、
我
々
、
中
小
企
業
の

総
合
型
厚
生
年
金
基
金
で

は
そ
の
よ
う
な
余
裕
も
な

い
の
が
実
情
で
あ
る
。
財

政
状
況
を
改
善
す
る
に

は
、
保
険
料
率
の
引
き
上

げ
や
給
付
減
額
が
必
要
で

あ
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
も

理
解
を
得
る
の
は
容
易
で

は
な
く
実
現
は
難
し
い
。

特
に
、
厚
生
労
働
省
に
お

い
て
、
積
立
水
準
が
著
し

く
低
く
極
度
の
財
政
危
機

に
あ
る
と
指
定
し
た
「
指

定
基
金
」
に
と
っ
て
は
、

さ
ら
に
深
刻
な
事
態
と
な

っ
て
お
り
、
資
金
負
担
を

強
要
す
れ
ば
、
企
業
経
営

の
存
続
自
体
が
困
難
と
な

り
、
廃
業
者
が
多
発
し
、

連
鎖
倒
産
を
招
く
お
そ
れ

も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
最
悪
の
シ

ナ
リ
オ
を
回
避
す
る
た

め
、
厚
生
労
働
省
で
は
、

厚
生
労
働
副
大
臣
を
本
部

長
と
す
る
「
厚
生
年
金
基

金
等
の
資
産
運
用
に
関
す

る
特
別
対
策
本
部
」
を
本

年
三
月
に
設
置
し
、
資
産

運
用
に
関
す
る
今
後
の
在

り
方
の
検
討
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
策
定
案
を
本
年

六
月
中
に
と
り
ま
と
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

　
全
管
連
で
は
、
全
国
中

小
企
業
団
体
中
央
会
と
連

携
し
、
会
員
企
業
の
安
定

し
た
経
営
と
健
全
な
発
展

に
資
す
る
た
め
、
ま
た
、

連
鎖
倒
産
を
防
ぐ
た
め

に
、
①
解
散
を
希
望
す
る

年
金
基
金
に
つ
い
て
は
、

特
例
措
置
に
よ
り
「
解
散

命
令
」
を
発
出
し
、
こ
れ

以
上
の
損
失
拡
大
を
防
止

す
る
こ
と
、
②
解
散
に
伴

う
代
行
部
分
に
つ
い
て

は
、
返
還
義
務
に
関
す
る

特
段
の
配
慮
を
講
じ
る
こ

と
、
③
積
立
金
損
失
分
の

処
理
期
間
の
大
幅
延
長
及

び
貴
金
の
解
散
時
の
連
帯

保
証
の
免
除
な
ど
長
期
処

理
が
円
滑
に
な
る
よ
う
新

た
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
、
④
国
は
、
公
的
資
金

の
投
入
を
含
め
た
救
済
措

置
を
行
う
こ
と
、
の
四
点

に
つ
い
て
、
同
検
討
会
に

要
望
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

　

積
立
不
足
の
常
態
化
、

財
政
難
の
放
置
、
こ
の
総

合
型
厚
生
年
金
基
金
の
構

造
問
題
が
解
決
で
き
る
よ

う
、
水
道
工
事
に
携
わ
る

同
業
種
の
中
央
団
体
と
し

て
で
き
る
限
り
の
対
応
を

図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

���
���
���
���

�
�

厚
生
年
金
基
金
制
度
改
正
に

向
け
た
対
応
に
つ
い
て

全管連

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
公
共

工
事
の
前
金
払
の
特
例
に
継

続
等
に
つ
い
て

　　

国
土
交
通
省
は
、
三
月
三

十
日
付
け
で
、
土
地
・
建
設

産
業
局
建
設
業
課
長
名
を
も

っ
て
本
会
に
標
記
を
通
知
さ

れ
た
。
詳
細
は
同
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
下
さ

平成22年度給水人口と水道普及率　平成23年3月31日現在、単位：人

　

厚
生
労
働
省
健
康
局
水
道

課
は
、
三
月
二
十
三
日
、
平

成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

現
在
の
平
成
二
十
二
年
度
給

水
人
口
と
水
道
普
及
率
を
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
た
。

　

詳
し
く
は
水
道
整
備
課
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
下
さ

い
。

http://w
w
w
.m
hlw
.go.

jp
/to
p
ics/b

u
kyo
ku
/

kenkou/suido/database/
kihon/

　

給
水
人
口
は
、
上
水
道
一

億
千
九
百
五
十
万
五
千
二
十

六
人
（
前
年
度
比
二
十
三
万

九
千
八
百
十
四
人
増
）
、
簡

易
水
道
四
百
八
十
七
万
七
千

七
百
五
十
九
人
（
同
二
十
万

千
二
百
七
十
人
減
）
、
専
用

　

本
会
は
、
平
成
二
十
四
年

度
版
全
国
管
工
事
業
者
名
簿

を
作
成
し
た
。

　

名
簿
は
、
本
会
会
員
の
会

岩
手
県
連
が
東
日
本
大
震
災

の
復
旧
活
動
で
知
事
感
謝
状

を
受
賞

　

岩
手
県
管
工
事
業
協
同
組

合
連
合
会
（
佐
々
木
英
樹
会

長
）
は
、
東
日
本
大
震
災
発

生
時
に
率
先
し
て
現
地
に
出

向
き
災
害
状
況
を
把
握
し
、

佐
藤
応
子
総
括
課
長
か
ら
知

事
感
謝
状
を
受
け
取
る
佐
々

木
英
樹
会
長
（
岩
手
日
報
平

成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

付
朝
刊
）

水
道
普
及
率
97
・
５
％
へ

厚労省

水
道
四
十
三
万
四
千
二
百
二

十
人
（
同
一
万
七
千
八
百
七

十
六
人
減
）
で
合
計
一
億
二

千
四
百
八
十
一
万
七
千
五
人

と
な
り
、
前
年
度
比
で
二
万

六
百
六
十
八
人
が
増
加
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
水
道
普

及
率
は
前
年
度
と
同
じ
九

七
・
五
％
と
な
っ
た
。

い
。http://w

w
w
.m
lit.

g
o
.jp
/rep

o
rt/p
ress/

to
tiken

san
g
yo
1
3
_

hh_000153.htm
l

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
公
共

工
事
の
前
金
払
い
の
特
例
の

継
続
等
に
つ
い
て
（
概
要
）

（
１
）
趣
旨　

東
日
本
大
震

災
に
係
る
復
旧
・
復
興
事
業

の
本
格
化
を
受
け
、
被
災
地

域
に
お
け
る
公
共
工
事
の
円

滑
か
つ
適
正
な
施
工
の
確
保

が
図
ら
れ
る
よ
う
、
国
発
注

工
事
の
前
金
払
の
特
例
を
継

続
し
ま
す
。

（
２
）
特
例
の
内
容　

平
成

二
十
三
年
四
月
に
創
設
し
た

次
の
措
置
に
つ
い
て
当
面
、

平
成
二
十
四
年
度
内
に
お
い

て
適
用
し
ま
す
。 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域

（
※
１
）
に
お
け
る
国
発
注

平
成
24
年
度
版

全
国
管
工
事
業
者
名
簿
を
作
成

社
名
・
代
表
者
・
住
所
・
電

話
を
掲
載
し
て
い
る
。
本
会

会
員
団
体
・
賛
助
会
員
に
四

月
下
旬
送
付
し
ま
し
た
。

①
体
裁
Ｂ
五
判
、
五

百
六
十
八
ペ
ー
ジ
②

定
価
八
千
円
（
税

込
）、
③
送
料
三
百

四
十
円
／
一
冊

工
事
に
つ
い
て
、
①
前
金
払

の
割
合
を
、
請
負
金
額
の
十

分
の
五
以
内
と
す
る
。（
※

２
） （
原
則
：
請
負
金
額
の

十
分
の
四
以
内
）

②
中
間
前
金
払
の
対
象
と
な

る
工
事
を
、
請
負
金
額
三
百

万
以
上
の
工
事
と
す
る
。（
原

則
：
請
負
金
額
一
千
万
円
以

上
か
つ
工
期
百
五
十
日
以
上

の
工
事
）

（
※
１
）
特
例
の
対
象
地
域

は
、
東
日
本
大
震
災
に
際
し

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た

市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の

区
域
を
除
く
。）（
※
２
）
設

計
・
調
査
、
測
量
及
び
機
械

類
の
製
造
に
係
る
前
金
払
の

割
合
に
つ
い
て
も
、
請
負
金

額
の
十
分
の
四
以
内
と
す
る

（
原
則
：
請
負
金
額
の
十
分

の
三
以
内
） 

。

担
当
課
で
あ
る
岩
手
県
県
民

く
ら
し
の
安
全
課
に
逐
次
情

報
を
提
供
し
た
こ
と
、
内
陸

部
の
協
同
組
合
が
応
援
出
動

体
制
を
と
り
待
機
し
て
い
た

こ
と
、
加
え
て
罹
災
者
の
避

難
所
に
出
向
き
「
豚
汁
う
ど

ん
」
の
提
供
を
行
っ
た
事
等

を
県
が
評
価
さ
れ
感
謝
状
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

岩
手
県
連
は
東
日
本
大
震

災
に
よ
る
被
災
地
復
旧
活
動

に
当
た
っ
て
は
平
成
二
十
二

年
八
月
に
岩
手
県
と
締
結
し

た
災
害
時
に
お
け
る
水
道
施

設
復
旧
活
動
応
援
に
関
す
る

協
定
に
基
づ
い
て
組
合
員
の

皆
様
方
の
協
力
を
得
な
が
ら

復
旧
活
動
を
行
っ
た
。

都道府県名 総人口（Ａ） 現在給水人口 普及率
 B/A（%）上水道 簡易水道 専用水道 合計（B）

北海道 5,498,916 4,989,526 366,655 21,812 5,377,993 97.8%
青　森 1,364,916 1,257,650 68,413 2,056 1,328,119 97.3%
岩　手 1,312,522 1,083,332 106,590 6,094 1,196,016 91.1%
宮　城 2,333,720 2,257,039 44,934 1,604 2,303,577 98.7%
秋　田 1,078,901 826,145 140,560 5,243 971,948 90.1%
山　形 1,165,596 1,087,612 53,203 319 1,141,134 97.9%
福　島 2,014,291 1,663,463 133,980 6,877 1,804,320 89.6%
茨　城 2,961,168 2,659,539 71,945 8,994 2,740,478 92.5%
栃　木 1,995,901 1,818,654 58,967 20,906 1,898,527 95.1%
群　馬 2,002,755 1,873,221 114,273 1,841 1,989,335 99.3%
埼　玉 7,198,706 7,157,327 18,880 5,565 7,181,772 99.8%
千　葉 6,218,391 5,816,812 7,761 58,130 5,882,703 94.6%
東　京 13,177,545 13,135,048 17,842 24,310 13,177,200 100.0%
神奈川 9,046,099 9,008,318 16,544 5,826 9,030,688 99.8%
新　潟 2,363,613 2,161,522 173,142 3,500 2,338,164 98.9%
富　山 1,089,457 969,012 42,044 3,991 1,015,047 93.2%
石　川 1,166,643 1,101,562 49,726 993 1,152,281 98.8%
福　井 806,428 697,326 78,054 1,098 776,478 96.3%
山　梨 875,893 666,764 188,544 2,560 857,868 97.9%
長　野 2,142,797 1,913,094 201,904 2,588 2,117,586 98.8%
岐　阜 2,075,300 1,779,050 196,749 7,349 1,983,148 95.6%
静　岡 3,754,227 3,576,960 107,517 31,448 3,715,925 99.0%
愛　知 7,402,882 7,317,929 55,147 16,942 7,390,018 99.8%
三　重 1,890,232 1,810,407 69,043 1,834 1,881,284 99.5%
滋　賀 1,416,833 1,334,499 68,902 5,282 1,408,683 99.4%
京　都 2,635,677 2,480,679 141,717 3,091 2,625,487 99.6%
大　阪 8,856,175 8,847,415 3,304 2,685 8,853,404 100.0%
兵　庫 5,578,293 5,437,118 128,502 2,133 5,567,753 99.8%
奈　良 1,395,913 1,338,073 45,153 905 1,384,131 99.2%
和歌山 1,016,785 896,536 91,191 1,447 989,174 97.3%
鳥　取 595,795 482,952 93,100 3,952 580,004 97.3%
島　根 711,932 522,793 164,816 1,023 688,632 96.7%
岡　山 1,940,116 1,779,455 137,337 1,318 1,918,110 98.9%
広　島 2,888,393 2,606,975 87,553 12,491 2,707,019 93.7%
山　口 1,443,952 1,232,549 100,988 2,845 1,336,382 92.6%
徳　島 781,730 675,356 58,596 15,317 749,269 95.8%
香　川 991,789 967,019 16,685 630 984,334 99.2%
愛　媛 1,455,910 1,219,650 107,825 21,270 1,348,745 92.6%
高　知 769,760 569,531 136,062 3,837 709,430 92.2%
福　岡 5,067,193 4,640,452 31,384 44,885 4,716,721 93.1%
佐　賀 859,076 774,448 35,775 2,203 812,426 94.6%
長　崎 1,411,913 1,105,157 274,676 11,079 1,390,912 98.5%
熊　本 1,810,826 1,339,787 199,672 20,317 1,559,776 86.1%
大　分 1,190,836 944,043 119,504 14,844 1,078,391 90.6%
宮　崎 1,131,706 1,004,027 89,194 2,322 1,095,543 96.8%
鹿児島 1,719,621 1,326,535 323,470 18,410 1,668,415 97.0%
沖　縄 1,393,037 1,352,665 39,936 54 1,392,655 100.0%
合　計 128,000,160 119,505,026 4,877,759 434,220 124,817,005 97.5%

平成 21年度 127,941,491 119,265,212 5,079,029 452,096 124,796,337 97.5%
泫東日本大震災による被災地等の算出方法については、別添資料「平成 22年度水道の種類」を参照。

（厚生労働省健康局水道課調べ）



３ ２０１２年（平成24年）５月１日（火曜日）全 管 連 ニ ュ ー ス（第三種郵便物認可）第６４８号（　）
建
設
企
業
の
た
め
の
経
営
戦

略
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
事
業
の

実
施
に
つ
い
て

　

国
土
交
通
省
は
、
四
月
十

五
日
付
け
で
、
総
合
政
策
局

建
設
市
場
整
備
課
建
設
産
業

振
興
室
名
を
も
っ
て
各
建
設

産
業
団
体
宛
て
に
標
記
を
次

の
通
り
通
知
さ
れ
た
。
詳
細

は
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
下
さ
い
。

h
ttp
://w

w
w
.m
lit.

g
o
.jp
/rep

o
rt/p
ress/

to
tiken

san
g
yo
1
4
_

hh_000277.htm
l

建
設
企
業
の
た
め
の
経
営
戦

略
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
事
業
の

実
施
に
つ
い
て
（
概
要
）

　

国
土
交
通
省
で
は
、中
小
・

中
堅
建
設
企
業
の
新
事
業
展

開
、企
業
再
編
・
転
業
・
廃
業

等
の
経
営
戦
略
の
実
現
を
支

援
す
る
「
建
設
企
業
の
た
め

平
成
二
十
四
年
度
「
建
設
産

業
人
材
確
保
・
育
成
協
議
会

私
た
ち
の
主
張
」
募
集
に
つ

い
て

　

国
土
交
通
省
は
、「
建
設

産
業
政
策
２
０
０
７
」
を
発

表
し
、
も
の
づ
く
り
産
業
を

支
え
る
「
人
づ
く
り
」
の
推

進
を
大
き
な
改
革
の
方
向
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
建
設
産
業

の
従
事
者
の
意
識
高
揚
を
図

り
、
建
設
産
業
の
社
会
的
評

価
の
向
上
や
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
を
推
進
し
て
い
く
た
め

に
、「
平
成
二
十
四
年
度
建

設
産
業
人
材
確
保
・
育
成
推

進
協
議
会
私
た
ち
の
主
張
」

を
実
施
す
る
。

１
、
実
施
内
容

・
応
募
資
格　

平
成
六
年
四

月
一
日
以
前
生
ま
れ
で
、
建

設
業
に
入
職
後
、
一
年
以
上

の
実
務
に
携
わ
っ
て
い
る
方

・
題
材　

テ
ー
マ
は
自
由
と

す
る
が
、
建
設
産
業
が
も
た

ら
す
「
夢
」
や
「
憧
れ
」、

建
設
業
の
仕
事
を
選
ん
だ
動

機
、
自
分
の
目
標
、
こ
れ
か

ら
就
職
し
よ
う
と
す
る
若
者

や
後
輩
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

等
、
建
設
産
業
の
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
テ
ー
マ

と
す
る
。

２
．
応
募
方
法　

①
文
字
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ

て
、
千
二
百
〜
二
千
字
程
度

②
原
稿
用
紙
に
記
入
の
場

合
、
筆
記
用
剛
は
エ
ン
ピ
ツ

ま
た
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
。
ワ
ー

プ
ロ
等
で
の
作
成
・
提
出
も

可③
応
募
用
紙
に
テ
ー
マ
名
、

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、

住
所
、
電
話
番
号
、
会
社

名
、
勤
続
年
数
、
職
種
等
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
応
募

作
の
表
面
に
ホ
チ
キ
ス
留
め

し
て
、
４
．
提
出
窓
口
宛
て

に
送
付
す
る

３
．
応
募
期
間　

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

（
金
）
〜
平
成
二
十
四
年
八

月
二
十
日
（
月
）（
当
日
消

印
有
効
）

４
．
提
出
先

応
募
者
が
所
在
す
る
各
都
道

県
建
設
業
協
会
、
ま
た
は
、

人
材
協
事
務
局
に
郵
送

５
．
作
品
提
出
先

各
都
道
府
県
建
設
業
協
会
等

に
受
付
し
た
応
募
作
を
、
平

成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

（
金
）
ま
で
に
人
材
協
事
務

局
へ
送
付
す
る

６
．
発
表

平
成
二
十
四
年
度　

優
秀
施

工
者
国
土
交
通
大
臣
顕
彰
式

典
に
て
表
彰
予
定

７
．
問
い
合
わ
せ

　
（
財
）
建
設
業
振
興
基
金

　

構
造
改
善
セ
ン
タ
ー　

電

話
〇
三
―
五
四
七
三
―
四
五

七
二

　

国
土
交
通
省
は
、
三
月
二

十
六
日
付
で
、
土
地
・
建
設

産
業
局
長
名
を
も
っ
て
本
会

宛
て
に
標
記
を
通
知
さ
れ

た
。
詳
細
（
別
添
一
・
二
）

は
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
し
て
下
さ
い
。

h
ttp
://w

w
w
.m
lit.

go.jp/totikensangyo/
const/totikensangyo_
co
n
st_tk2_000060.

htm
l

建
設
産
業
に
お
け
る
社
会
保

険
加
入
の
徹
底
に
つ
い
て

　

建
設
産
業
に
お
い
て
は
、

下
請
企
業
を
中
心
に
、雇
用
、

国交省

建
設
産
業
に
お
け
る
社
会
保
険

加
入
の
徹
底
に
つ
い
て

医
療
、年
金
保
険
に
つ
い
て
、

法
定
福
利
費
を
適
正
に
負
担

し
な
い
企
業
（
す
な
わ
ち
保

険
未
加
入
企
業
）が
存
在
し
、

技
能
労
働
者
の
医
療
、
年
金

等
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
公

的
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
若

年
入
職
者
減
少
の
一
因
と
な

っ
て
い
る
ほ
か
、
関
係
法
令

を
遵
守
し
て
適
正
に
法
定
福

利
費
を
負
担
す
る
事
業
者
ほ

ど
競
争
上
不
利
に
な
る
と
い

う
矛
盾
し
た
状
況
が
生
じ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
関
係
者
を
あ

げ
て
社
会
保
険
未
加
入
問
題

へ
の
対
策
を
進
め
、
建
設
産

業
の
持
続
的
な
発
展
に
必
要

な
人
材
の
確
保
を
図
る
と
と

も
に
、
事
業
者
間
の
公
平
で

健
全
な
競
争
環
境
を
構
築
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三

日
、
社
会
保
険
未
加
入
対
策

の
具
体
化
に
関
す
る
検
討
会

に
お
い
て
、
社
会
保
険
未
加

入
問
題
へ
の
対
策
が
と
り
ま

と
め
ら
れ
、
三
月
十
四
日
、

中
央
建
設
業
審
議
会
に
報
告

し
、
同
審
議
会
会
長
か
ら
別

添
連
絡
（
※
）
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、
建
設
産
業
に
お
け

る
社
会
保
険
加
入
の
徹
底
に

関
す
る
提
言
が
取
り
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま

え
、
国
土
交
通
省
で
は
、
関

係
す
る
様
々
は
主
体
と
連
携

し
な
が
ら
、
検
討
会
で
取
り

ま
と
め
ら
れ
た
別
添
一（
略
）

を
骨
子
と
す
る
総
合
的
対
策

を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す

（
別
添
二
（
略
）
参
照
）。
本

検
討
会
の
と
り
ま
と
め
で

は
、実
施
後
五
年
を
目
途
に
、

企
業
単
位
で
は
許
可
業
者
の

加
入
率
百
％
、
労
働
者
単
位

で
は
製
造
業
相
当
の
加
入
状

況
を
目
指
し
て
取
り
組
む
こ

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

社
会
保
険
の
加
入
に
当
た

っ
て
は
、
様
々
な
関
係
者
が

一
体
と
な
っ
て
協
力
し
て

様
々
な
角
度
か
ら
の
取
組
を

実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
貴
職
に
置
か

れ
ま
し
て
は
、
建
設
産
業
に

お
け
る
社
会
保
険
加
入
の
徹

底
の
趣
旨
を
十
分
理
解
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
適
切
な
取

組
の
実
施
に
努
め
て
頂
き
ま

す
よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。

の
経
営
戦
略
ア
ド
バ
イ
ザ
リ

ー
事
業
」
を
平
成
二
十
三
年

度
に
引
き
続
き
実
施
す
る
。

一
．
概
要

　

中
小
・
中
堅
建
設
企
業
の

新
事
業
展
開
、
事
業
承
継
、

企
業
再
編
・
廃
業
な
ど
建
設

企
業
が
抱
え
る
経
営
上
の
課

題
を
広
く
受
け
付
け
る
「
経

営
戦
略
相
談
窓
口
」
を
設
置

し
、「
エ
リ
ア
統
括
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
」
の
統
括
の
も
と
、

各
分
野
の
専
門
家
か
ら
構
成

さ
れ
る
「
建
設
業
経
営
戦
略

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
に
よ
る
ア

ド
バ
イ
ス
を
実
施
し
ま
す
。

特
に
新
事
業
展
開
、
企
業
再

編
、
転
業
、
廃
業
に
関
し
て

は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
支

援
チ
ー
ム
を
組
成
、
目
標
達

成
ま
で
継
続
的
に
支
援
し
ま

す
。

　

な
お
、
本
事
業
は
、
都
道

府
県
及
び
金
融
機
関
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
実
施
す
る
予

定
で
す
。

　

上
記
に
加
え
て
、
三
月
十

一
日
の
東
日
本
大
震
災
で
被

災
し
た
建
設
企
業
の
た
め
の

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も

引
き
続
き
開
設
し
ま
す
。

二
．
経
営
戦
略
相
談
窓
口
の

設
置
箇
所

　

一
般
財
団
法
人
建
設
業
振

興
基
金
及
び
各
地
方
整
備
局

等三
．
開
設
日

　

平
成
二
十
四
年
四
月
十
一

日
（
水
）

四
．
窓
口
開
設
時
間

　

平
日　

午
前
十
時
〜
午
後

五
時

五
．
本
事
業
に
よ
る
支
援
の

流
れ

  

相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、

経
営
戦
略
相
談
窓
口
（
建
設

業
振
興
基
金
構
造
改
善
セ
ン

タ
ー
〇
三
―
五
四
七
三
―
四

五
七
二
、
各
地
方
整
備
局
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
「
建
設
産
業
に
お
け
る
社

会
保
険
加
入
の
徹
底
に
つ
い

て
（
提
言
）」
に
つ
い
て

　

中
央
建
設
業
審
議
会
は
、

三
月
十
四
日
付
け
で
、
中
央

建
設
業
審
議
会
会
長
名
を
も

っ
て
本
会
に
標
記
を
通
知
さ

れ
た
。

「
建
設
産
業
に
お
け
る
社
会

保
険
加
入
の
徹
底
に
つ
い
て

（
提
言
）」
に
つ
い
て

　

建
設
産
業
に
お
い
て
は
、

下
請
企
業
を
中
心
に
、雇
用
、

医
療
、年
金
保
険
に
つ
い
て
、

法
定
福
利
費
を
適
正
に
負
担

し
な
い
企
業
（
す
な
わ
ち
保

険
未
加
入
企
業
）が
存
在
し
、

技
能
労
働
者
の
医
療
、
年
金

な
ど
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の

公
的
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、

若
年
入
職
者
減
少
の
一
因
と

な
っ
て
い
る
ほ
か
、
関
係
法

令
を
遵
守
し
て
適
正
に
法
定

福
利
費
を
負
担
す
る
事
業
者

ほ
ど
競
争
上
不
利
に
な
る
と

い
う
矛
盾
し
た
状
況
が
生
じ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
関
係
者
を
挙

げ
て
社
会
保
険
未
加
入
問
題

へ
の
対
策
を
進
め
、
社
会
保

険
加
入
を
徹
底
す
る
こ
と
に

よ
り
、
技
能
労
働
者
の
雇
用

環
境
の
改
善
や
不
良
不
適
格

業
者
の
排
除
に
取
り
組
み
、

建
設
産
業
の
持
続
的
な
発
展

に
必
要
な
人
材
の
確
保
を
図

る
と
と
も
に
、
事
業
者
間
の

公
平
で
健
全
な
競
争
環
境
を

構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
こ
の
た
び
、
別
添
の
と

お
り
、
提
言
を
取
り
ま
と
め

ま
し
た
の
で
、
貴
団
体
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
そ
の
趣
旨

を
十
分
御
理
解
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
適
切
な
取
組
に
つ

い
て
格
段
の
御
配
慮
を
賜
り

ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
な
お
、
会
員
企
業
へ

の
周
知
方
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

（
別
途
）
建
設
産
業
に
お
け

る
社
会
保
険
加
入
の
徹
底
に

つ
い
て
（
提
言
）

　

建
設
産
業
に
お
い
て
は
、

下
請
企
業
を
中
心
に
、雇
用
、

医
療
、年
金
保
険
に
つ
い
て
、

法
定
福
利
費
を
適
正
に
負
担

し
な
い
企
業
（
す
な
わ
ち
保

険
未
加
入
企
業
）が
存
在
し
、

技
能
労
働
者
の
医
療
、
年
金

な
ど
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の

公
的
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、

若
年
入
職
者
減
少
の
一
因
と

な
っ
て
い
る
ほ
か
、
関
係
法

令
を
遵
守
し
て
適
正
に
法
定

福
利
費
を
負
担
す
る
事
業
者

ほ
ど
競
争
上
不
利
に
な
る
と

い
う
矛
盾
し
た
状
況
が
生
じ

て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
関
係
者
を
挙

げ
て
社
会
保
険
未
加
入
問
題

へ
の
対
策
を
進
め
、
社
会
保

険
加
入
を
徹
底
す
る
こ
と
に

よ
り
、
技
能
労
働
者
の
雇
用

環
境
の
改
善
や
不
良
不
適
格

業
者
の
排
除
に
取
り
組
み
、

建
設
産
業
の
持
続
的
な
発
展

に
必
要
な
人
材
の
確
保
を
図

る
と
と
も
に
、
事
業
者
間
の

公
平
で
健
全
な
競
争
環
境
を

構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

当
審
議
会
で
は
、
平
成
二

十
三
年
九
月
に
社
会
資
本
整

備
審
議
会
産
業
分
科
会
建
設

部
会
と
合
同
の
基
本
問
題
小

委
員
会
を
設
置
し
、
建
設
産

業
が
活
力
を
回
復
し
、
持
続

的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
の

審
議
を
行
い
、
平
成
二
十
四

年
一
月
に
中
間
と
り
ま
と
め

が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

今
後
は
、
行
政
・
発
注
者
・

元
請
企
業
・
下
請
企
業
・
建

設
労
働
者
等
の
関
係
者
が
一

体
と
な
っ
て
、
社
会
保
険
未

加
入
は
許
さ
な
い
と
の
固
い

決
意
を
も
っ
て
対
策
に
取
り

組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
必
要
な
推

進
体
制
を
速
や
か
に
構
築

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

の
取
組
を
着
実
に
進
め
る
べ

き
で
あ
る
。

　

国
土
交
通
省
を
は
じ
め
と

す
る
建
設
業
担
当
部
局
に
お

い
て
は
、
社
会
保
険
担
当
部

局
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、

建
設
業
許
可
・
更
新
時
や
立

入
検
査
等
に
お
け
る
確
認
・

指
導
、
経
営
事
項
審
査
の
厳

格
化
、
社
会
保
険
担
当
部
局

へ
の
通
報
等
の
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
建
設
企
業
・
団
体
に
お

い
て
も
、
下
請
企
業
に
対
す

る
指
導
や
重
層
下
請
構
造
の

是
正
等
の
取
組
を
講
じ
る
必

要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
加
入
の

前
提
と
な
る
法
定
福
利
費
の

原
資
を
確
保
す
る
た
め
、
専

門
工
事
業
界
を
中
心
と
し
て

見
積
時
の
法
定
福
利
費
の
明

示
を
進
め
る
と
と
も
に
、
法

定
福
利
費
は
発
注
者
が
負
担

す
る
工
事
価
格
に
含
ま
れ
る

経
費
で
あ
り
、
受
注
者
が
義

務
的
に
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
経
費
で
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
個
別
の
請
負
契
約

の
当
事
者
間
に
お
い
て
見
積

時
か
ら
適
正
に
確
保
す
る
よ

う
徹
底
し
、
発
注
者
か
ら
下

請
企
業
ま
で
適
正
に
支
払
わ

れ
る
よ
う
関
係
者
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
取
組
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
新
規
中

学
校
・
高
等
学
校
卒
業
者
の

就
職
に
係
る
推
薦
及
び
選
考

開
始
期
日
等
並
び
に
文
書
募

集
開
始
時
期
等
に
つ
い
て

（
通
知
）

　

文
部
科
学
省
及
び
厚
生
労

働
省
は
三
月
二
十
七
日
付

で
、
初
等
中
等
教
育
局
長
・

職
業
安
定
局
長
名
を
も
っ
て

（
社
）
建
設
産
業
専
門
団
体

連
合
会
会
長
宛
て
に
標
記
を

通
知
さ
れ
た
。

　

詳
細
は
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
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平
成
二
十
五
年
三
月
新
規
中

学
校
・
高
等
学
校
卒
業
者
の

就
職
に
係
る
推
薦
及
び
選
考

開
始
期
日
等
並
び
に
文
書
募

集
開
始
時
期
等
に
つ
い
て

（
概
要
）

【
新
規
高
等
学
校
卒
業
者
の

採
用
選
考
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
求

人
申
込
書
の
受
付
開
始 

六

月
二
十
日

※
高
校
生
を
対
象
と
し
た
求

人
に
つ
い
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
に
お
い
て
求
人
の
内
容

を
確
認
し
た
の
ち
、
学
校
に

求
人
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

○
企
業
に
よ
る
学
校
へ
の
求

人
申
込
及
び
学
校
訪
問
開
始 

七
月 

一
日

○
学
校
か
ら
企
業
へ
の
生
徒

の
応
募
書
類
提
出
開
始
九
月 

五
日
（
沖
縄
県
は 

八
月
三

十
日
）

○
企
業
に
よ
る
選
考
開
始
及

び
採
用
内
定
開
始 

九
月
十

六
日

足
場
等
の
安
全
点
検
の
確
実

な
実
施
に
つ
い
て

　

厚
生
労
働
省
は
四
月
九
日

付
け
で
、
労
働
基
準
局
安
全

衛
生
部
安
全
課
建
設
安
全
対

策
室
長
名
を
も
っ
て
、（
社
）

建
設
産
業
専
門
団
体
連
合
会

会
長
宛
て
に
標
記
を
通
知
さ

れ
た
。

足
場
等
の
安
全
点
検
の
確
実

な
実
施
に
つ
い
て
（
抜
粋
）

　

足
場
か
ら
の
墜
落
・
転
落

に
よ
る
労
働
災
害
の
防
止
に

つ
い
て
は
、「
足
場
か
ら
の

墜
落
・
転
落
災
害
防
止
総
合

対
策
推
進
要
綱
の
策
定
に
つ

い
て
（
要
請
）」
に
基
づ
き
、

足
場
等
の
安
全
点
検
の
確
実

な
実
施
も
含
め
た
総
合
的
な

対
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
般
、
足
場
等
の
安
全
点

検
の
確
実
な
実
施
の
よ
り
一

層
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
総

合
対
策
要
綱
の
別
途
「
安
衛

則
の
確
実
な
実
施
に
併
せ
て

実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

「
よ
り
安
全
な
措
置
」
等
に

つ
い
て
」
の
「
３
足
場
等
の

安
全
点
検
の
確
実
な
実
施
」

の（
２
）に
掲
げ
ら
れ
た「
足

場
の
組
み
立
て
等
作
業
主
任

者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者

で
あ
っ
て
、
足
場
の
点
検
に

つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法

第
十
九
条
の
二
に
基
づ
く
足

場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者

能
力
向
上
教
育
を
受
講
し
て

い
る
等
十
分
な
知
識
・
経
験

を
有
す
る
者
」
に
該
当
す
る

者
を
下
記
の
通
り
明
確
に
し

ま
し
た
。 

１
．
足
場
の
組
み
立
て
等
作

業
主
任
者
で
あ
っ
て
、
労
働

安
全
衛
生
法
第
十
九
条
の
二

に
基
づ
く
足
場
の
組
み
立
て

等
作
業
主
任
者
能
力
向
上
教

育
を
受
け
た
者

２
．
法
第
八
十
一
条
に
規
定

す
る
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
（
試
験
の
区
分
が
土
木

又
は
建
築
で
あ
る
者
）
や
厚

生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け

た
も
の
が
行
う
研
修
を
終
了

し
た
者
等
法
第
八
十
八
条
に

基
づ
く
足
場
の
設
置
等
の
届

出
に
係
る
「
計
画
作
成
参
画

者
」
に
必
要
な
資
格
を
有
す

る
者

３
．
全
国
仮
設
安
全
事
業
協

同
組
合
が
行
う
「
仮
設
安
全

管
理
資
格
取
得
講
習
」、
建

設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
が

行
う
「
施
工
管
理
者
等
の
た

め
の
足
場
点
検
実
務
研
修
」

を
受
け
た
も
の
等
足
場
の
点

検
に
必
要
な
専
門
的
知
識
の

習
得
の
た
め
に
行
う
教
育
、

研
修
又
は
講
習
を
修
了
す
る

な
ど
、
足
場
の
安
全
点
検
に

つ
い
て
、
上
記
１
又
は
２
に

掲
げ
る
者
と
同
等
の
知
識
・

経
験
を
有
す
る
者
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六
月
一
日
（
金
）
か
ら
七

日
（
木
）
ま
で
の
一
週
間
に

亘
っ
て
、
第
五
十
四
回
水
道

週
間
が
開
催
さ
れ
「
さ
あ
今

日
も　

水
と
元
気
が　

蛇
口

か
ら
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も

と
、
水
道
に
つ
い
て
更
に
国

民
の
理
解
を
深
め
、
水
道
事

業
の
今
後
の
発
展
に
資
す
る

た
め
、
関
係
者
が
連
携
し
て

広
報
活
動
等
の
運
動
を
重
点

的
に
実
施
す
る
。

　

水
道
週
間
は
、
厚
生
労
働

省
及
び
水
道
週
間
の
趣
旨
に

賛
同
す
る
都
道
府
県
が
主
催

し
、協
力
団
体
と
し
て
（
社
）

日
本
水
道
協
会
、（
公
財
）

給
水
工
事
技
術
振
興
財
団
、

全
管
連
等
の
十
団
体
が
参
画

し
て
い
る
。

　

全
管
連
で
は
、
平
成
八
年

か
ら
水
道
週
間
に
会
員
組
合

並
び
に
加
盟
の
指
定
給
水
装

置
工
事
事
業
者
を
積
極
的
に

Ｐ
Ｒ
し
て
き
て
お
り
、
今
年

度
も
、
本
会
賛
助
会
員
の
Ｔ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
並
び
に
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ

の
協
賛
に
よ
り
Ｐ
Ｒ
チ
ラ
シ

と
し
て
、「
任
せ
て
安
心
!!

　

快
適
な
暮
ら
し
を
応
援
し

ま
す
！
（
案
）」
を
作
成
し
、

組
合
に
所
属
し
て
い
る
指
定

水
道
工
事
店
を
広
く
周
知
す

る
。

　

こ
れ
は
、
地
元
組
合
加
盟

の
指
定
水
道
工
事
店
が
地
域

に
密
着
し
な
が
ら
、
新
築
、

リ
フ
ォ
ー
ム
の
際
の
水
道
工

事
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
フ
タ
ー

サ
ー
ビ
ス
に
も
常
時
対
応
で

き
る
体
制
を
整
え
、
キ
ッ
チ

ン
、
洗
面
所
、
ト
イ
レ
、
お

風
呂
な
ど
の
水
ま
わ
り
関
連

工
事
の
専
門
家
で
あ
る
信
頼

感
・
安
心
感
を
与
え
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

　

水
道
週
間
を
通
じ
て
国
家

資
格
で
あ
る
給
水
装
置
工
事

主
任
技
術
者
を
擁
し
て
、
市

民
の
快
適
な
暮
ら
し
の
お
手

伝
い
を
し
て
い
る
全
管
連
所

属
の
全
国
約
六
百
組
合
並
び

に
約
一
万
八
千
社
の
所
属
組

合
員
企
業
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

な
っ
た「
監
査
の
受
審
状
況
」

に
お
い
て
一
級
が
加
点
対
象

と
な
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
四
年
度
建
設
業
経

理
事
務
士
特
別
研
修
（
三
・

四
級
）
実
施
要
領

１
、
目
的

　

建
設
業
会
計
に
関
す
る
知

識
と
処
理
能
力
の
向
上
を
図

り
、
建
設
企
業
の
経
営
基
盤

強
化
を
目
的
と
す
る
。

２
、
研
修
内
容
等

　

建
設
業
経
理
事
務
士
検
定

試
験
（
三
級
、
四
級
）
に
要

求
さ
れ
る
建
設
業
会
計
の
基

礎
的
な
知
識
を
内
容
と
す
る

講
習
を
実
施
。
講
習
終
了
後

に
検
定
試
験
を
実
施
し
、
合

格
す
る
と
三
級
又
は
四
級
の

資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
、
研
修
の
主
催

　

研
修
は
、
建
設
業
者
団
体

と
（
一
財
）
建
設
業
振
興
基

金
が
共
同
で
実
施
す
る
。
な

お
、
研
修
の
開
催
に
当
っ
て

は
二
十
五
名
以
上
を
受
講
者

数
の
目
安
と
す
る
。

４
、
時
間
数
等

（
１
）
研
修
の
総
時
間
数

①
四
級　

十
三
時
間
（
検
定

試
験
に
要
す
る
一･

五
時

間
を
含
む
）②
三
級　

十
九
・

五
時
間
（
同
二
時
間
）。

（
２
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

①
四
級　

二
日
間
、
時
間
帯

九
時
三
十
分
〜
十
七
時
②
三

級　

三
日
間
、
時
間
帯
九
時

三
十
分
〜
十
七
時
。

５
、
受
験
資
格

　

四
級
・
だ
れ
で
も
受
講
可

能
。
三
級
・
四
級
建
設
業
経

理
事
務
士
。

６
、
研
修
実
施
計
画
書
の
提

出

建
設
業
経
理
事
務
士
特
別
研

修
共
催
の
ご
案
内

　
（
一
財
）
建
設
業
振
興
基

金
で
は
、
毎
年
五
月
に
各
都

市
に
お
け
る
標
記
特
別
研
修

の
実
施
日
程
を
公
表
、
募
集

を
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
十

二
年
度
か
ら
受
験
者
の
便
宜

に
供
す
る
た
め
、
組
合
等
に

お
い
て
一
定
数
を
募
集
し
て

い
た
だ
い
た
場
合
に
も
特
別

に
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
詳
し
く
は
、
同
基
金

　

業
務
第
二
部
、
電
話
〇
三

―
五
四
七
三
―
四
五
七
一
ま

で
。

　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
に

経
営
事
項
審
査
が
改
正
さ

れ
、
建
設
業
経
理
士
は
「
公

認
会
計
士
等
数
」
に
お
い
て

従
来
の
評
価
が
継
続
さ
れ
る

一
方
、
新
た
に
審
査
項
目
と

第
54
回
水
道
週
間　

６
月
１
日
〜
７
日

地
元
組
合
加
盟
の
指
定
水
道
工
事
店

Ｐ
Ｒ
チ
ラ
シ
配
布
へ

第
５
４
回
水
道
週
間
へ
の

御
協
力
に
つ
い
て

厚労省

の
（
一
）
か
ら
（
七
）
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
を
広
報
活
動

等
の
主
な
目
標
と
し
、
各
地

域
の
実
情
に
即
し
て
実
施
す

る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
災
害
に
強
い
水
道
づ

く
り
の
た
め
、
水
道
施
設
・

管
路
の
耐
震
化
の
促
進
に
つ

い
て
、
国
民
の
理
解
と
協
力

を
求
め
る
こ
と
。

（
二
）
渇
水
や
水
需
要
の
増

大
に
対
処
す
る
た
め
、
水
源

開
発
の
必
要
性
や
節
水
の
重

要
性
に
つ
い
て
、
国
民
の
理

解
を
求
め
る
こ
と
。

（
三
）
感
染
性
微
生
物
問
題

等
の
新
た
な
水
質
問
題
へ
の

対
応
を
含
め
て
、
安
全
で
良

質
な
水
道
水
の
供
給
を
確
保

す
る
た
め
、
水
道
水
源
の
水

質
保
全
や
高
度
浄
水
施
設
の

整
備
に
つ
い
て
、
国
民
の
理

解
と
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

（
四
）
給
水
装
置
に
関
す
る

制
度
の
円
滑
な
実
施
を
図
る

と
と
も
に
、
維
持
管
理
の
重

要
性
に
つ
い
て
理
解
と
協
力

を
求
め
る
こ
と
。

（
五
）
水
道
事
業
経
営
の
仕

組
み
や
水
道
料
金
等
に
つ
い

て
、正
し
い
知
識
を
提
供
し
、

理
解
を
得
る
こ
と
。

（
六
）
簡
易
専
用
水
道
や
小

規
模
貯
水
槽
の
管
理
に
つ
い

て
、正
し
い
知
識
を
提
供
し
、

管
理
の
重
要
性
に
つ
い
て
理

解
を
得
る
こ
と
。

（
七
）
地
域
水
道
ビ
ジ
ョ
ン

に
つ
い
て
、
需
要
者
へ
の
情

報
提
供
と
理
解
の
向
上
を
図

る
こ
と
。

六
、
実
施
方
法

（
一
）
厚
生
労
働
省
（
略
）

（
二
）
都
道
府
県

　

水
道
週
間
の
趣
旨
に
賛
同

す
る
都
道
府
県
は
、
市
町
村

及
び
水
道
事
業
体
の
実
情
に

応
じ
た
実
施
計
画
を
作
成
す

　

厚
生
労
働
省
は
、
第
五
十

四
回
「
水
道
週
間
」
を
来
る

六
月
一
日
か
ら
別
添
実
施
要

綱
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
の
で
、
本
週
間
の

趣
旨
を
御
理
解
の
上
、
格
別

の
御
配
慮
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

第
五
十
四
回
「
水
道
週
間
」

実
施
要
綱

一
、
名
称　
　

第
五
十
四
回

「
水
道
週
間
」

二
、
期
間　
　

平
成
二
十
四

年
六
月
一
日
（
金
）
か
ら
六

月
七
日
（
木
）
ま
で
。

三
、
趣
旨

　

我
が
国
の
水
道
は
、
今
や

ほ
と
ん
ど
の
国
民
が
利
用
で

き
る
ま
で
に
普
及
し
て
お

り
、
健
康
で
文
化
的
な
国
民

生
活
や
様
々
な
社
会
経
済
活

動
を
支
え
る
必
要
不
可
欠
な

生
活
基
盤
施
設
と
な
っ
て
い

る
。

　

一
方
、
総
人
口
が
減
少
に

転
じ
、
節
水
機
器
の
普
及
に

よ
っ
て
、
給
水
収
益
は
減
少

の
一
途
を
た
ど
る
と
と
も

に
、
事
業
体
職
員
も
減
少
し

て
い
き
、水
道
事
業
の
運
営
、

経
営
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な

っ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
老

朽
化
し
つ
つ
あ
る
施
設
の
更

新
・
再
構
築
、
地
震
等
の
災

害
対
策
の
推
進
、
安
全
・
快

適
な
水
の
供
給
の
確
保
等
、

水
道
に
求
め
ら
れ
る
水
準
は

一
層
高
ま
っ
て
い
る
。

　

特
に
、
昨
年
の
東
日
本
大

震
災
を
教
訓
に
し
て
、
災
害

に
強
い
水
道
づ
く
り
や
、
全

国
の
水
道
事
業
者
に
よ
る
被

災
地
へ
の
広
域
応
急
給
水
・

復
旧
体
制
整
備
な
ど
、
災
害

対
策
、
危
機
管
理
面
は
、
抜

本
的
な
強
化
が
必
要
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
国
民
各
層
に
対
し
て
、

水
道
の
現
状
や
課
題
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
、
今
後
の
水

道
事
業
の
取
組
に
つ
い
て
協

力
を
得
る
た
め
に
「
水
道
週

間
」
を
設
け
、
関
係
者
が
連

携
し
て
広
報
活
動
等
を
重
点

的
に
実
施
す
る
も
の
で
あ

る
。

四
、
実
施
機
関
（
略
）

五
、
実
施
目
標　
　

　

本
年
は
、「
さ
あ
今
日
も

　

水
と
元
気
が　

蛇
口
か

ら
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
次

る
等
、
本
運
動
の
推
進
を
図

る
た
め
、
概
ね
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
実
施
す
る
。

な
お
、
昨
年
の
東
日
本
大
震

災
の
津
波
に
よ
る
被
災
地
及

び
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
原

子
力
災
害
被
災
地
に
お
い
て

は
、ま
ず
は
被
災
地
の
復
旧
・

復
興
を
最
優
先
し
、
可
能
な

範
囲
で
柔
軟
に
対
応
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

ア
．
報
道
機
関
等
へ
の
情

報
、
資
料
の
提
供
及
び
そ
の

協
力
に
よ
る
本
運
動
の
目
標

達
成
の
た
め
の
広
報
活
動

イ
．
保
健
所
活
動
を
中
小
と

し
た
小
規
模
水
道
、
簡
易
専

用
水
道
の
貯
水
槽
、
飲
料
井

戸
等
の
衛
生
確
保
に
関
す
る

広
報
活
動

ウ
．
水
道
事
業
体
等
の
行
う

本
運
動
に
対
す
る
指
導
及
び

援
助
（
以
下
略
）
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建
設
業
経
理
検
定
試
験
の
ご
案
内

　
（
一
財
）
建
設
業
振
興
基

金
は
、
建
設
業
会
計
知
識
の

普
及
お
よ
び
処
理
能
力
の
向

上
を
目
的
と
し
て
、
建
設
業

会
計
に
関
す
る
検
定
試
験
を

実
施
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち

一
級
・
二
級
は
登
録
経
理
試

験
（
建
設
業
法
施
行
規
則
第

十
八
条
の
三
）
と
し
て
、
三

級
・
四
級
は
同
財
団
独
自
の

検
定
試
験
と
し
て
施
行
し
て

お
り
、
各
々
の
名
称
は
「
建

設
業
経
理
士
検
定
試
験
（
一

級
・
二
級
）」、「
建
設
業
経

理
事
務
士
検
定
試
験（
三
級
・

四
級
）」
と
な
っ
て
い
る
。

　

公
共
工
事
に
入
札
し
よ
う

と
す
る
企
業
が
受
審
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
経
営
事
項
審

査
（
建
設
業
法
第
二
十
七
条

の
二
十
三
）
に
お
い
て
は
、

「
公
認
会
計
士
等
の
数
」
で

一
級
お
よ
び
二
級
建
設
業
経

理
士
を
、「
監
査
の
受
審
状

況
」
で
一
級
建
設
業
経
理
士

を
評
価
し
て
い
る
。

　

平
成
十
八
年
の
法
令
改
正

に
伴
い
、
一
級
科
目
合
格
の

有
効
期
限
（
五
年
）
が
設
け

ら
れ
た
。

１
、
試
験
日
程

（
１
）
上
期
試
験　

第
十
二

回
建
設
業
経
理
士
検
定
試
験

（
一
級
・
二
級
）

①
受
験
申
込
受
付
期
間　

平

成
二
十
四
年
五
月
十
日（
木
）

〜
五
月
三
十
一
日
（
木
）〔
消

印
有
効
〕
※
申
込
書
の
配
布

期
間　

平
成
二
十
四
年
四
月

二
十
五
日
（
水
）
〜
五
月
三

十
一
日
（
木
）。

②
試
験
日　

平
成
二
十
四
年

九
月
九
日
（
日
）。

③
合
格
発
表
日　

平
成
二
十

四
年
十
一
月
十
日
（
土
）。

（
２
）
下
期
試
験　

第
十
三

回
建
設
業
経
理
士
検
定
試
験

（
一
級
・
二
級
）、
第
三
十
二

回
建
設
業
経
理
事
務
士
検
定

試
験
（
三
級
・
四
級
）

①
受
験
申
込
受
付
期
間　

平

成
二
十
四
年
十
一
月
十
日

（
土
）〜
十
一
月
三
十
日（
金
）

〔
消
印
有
効
〕
※
申
込
書
の

配
布
期
間　

平
成
二
十
四
年

十
月
二
十
五
日
（
木
）
〜
十

一
月
三
十
日
（
金
）。

②
試
験
日　

平
成
二
十
五
年

三
月
十
日
（
日
）

③
合
格
発
表
日　

平
成
二
十

五
年
五
月
十
日
（
金
）

２
、
受
験
資
格

　

ど
な
た
で
も
、
希
望
の
級

を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

３
、
試
験
の
内
容
及
び
程
度 

別
表
参
照
。

４
、
試
験
日
の
時
間
割
・
試

験
時
間
等 

別
表
参
照
。

５
、
複
数
受
験

　

一
級
は
、
一
科
目
受
験
の

ほ
か
、
二
科
目
ま
た
は
三
科

目
の
同
日
受
験
が
可
能
。
ま

た
、「
二
級
と
三
級
」、「
三

級
と
四
級
」
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
る
受
験
も
可
能
。
こ
れ

以
外
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る

複
数
受
験
（
例
え
ば
一
級
各

科
目
と
二
級
の
組
み
合
わ

せ
）は
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、

複
数
の
級
・
科
目
を
申
込
さ

れ
る
場
合
で
も
、
申
込
書
は

一
枚
で
申
込
み
で
き
ま
す
。

６
、
試
験
地　

全
国
主
要
都

市
。

７
、
受
験
料
（
消
費
税
込
）

　

一
級
一
科
目
・
七
千
二
百

と
し
て
三
百
円（
消
費
税
込
）

が
必
要
で
す
。

８
、
申
込
方
法

（
１
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
申
し
込
み

　

http://w
w
w
.kensetsu-

kikin.or.jp/gyom
2/

（
２
）「
受
験
申
込
書
」
郵
送

に
よ
る
申
し
込
み

　

申
込
書
を
次
の
要
領
で
入

手
い
た
だ
き
、
申
込
期
間
内

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
同
基
金
宛
て
に
「
簡
易

書
留
郵
便
」
に
て
郵
送
く
だ

さ
い
。

（
１
）
窓
口
で
の
入
手

　

同
基
金
や
全
国
の
都
道
府

県
建
設
業
協
会
等
の
窓
口
で

下
記
の
期
間
、
配
布
。

①
配
布
期
間　

上
期
試
験
四

月
二
十
五
日
〜
五
月
三
十
一

日
、
下
期
試
験
十
月
二
十
五

日
〜
十
一
月
三
十
日
。

②
申
込
書
代
金
（
三
百
円
）

は
受
験
料
と
共
に
払
い
込
み

い
た
だ
き
ま
す
。
申
込
書
入

手
時
に
は
不
要
。

（
２
）
郵
送
請
求

　
「
受
験
申
込
書
送
付
依
頼

書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、「
送
料
分
の
切
手
」

と
共
に
、
同
基
金
宛
に
お
送

り
い
た
だ
け
れ
ば
、
同
基
金

よ
り
申
込
書
を
送
付
。

①
取
扱
期
間　

上
期
試
験
四

月
二
十
五
日
〜
五
月
二
十
四

日
、
下
期
試
験
十
月
二
十
五

日
〜
十
一
月
二
十
二
日
（
い

ず
れ
も
基
金
到
着
分
迄
）。

②
申
込
書
代
金
（
三
百
円
）

は
同
基
金
か
ら
お
送
り
す
る

申
込
書
に
添
付
し
て
あ
る
払

込
用
紙
を
用
い
、
郵
便
局
で

受
験
料
と
と
も
に
払
い
込
み

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
申
込

書
の
郵
送
請
求
時
に
は
不

要
。

③
受
験
申
込
書
送
付
依
頼
書

及
び
送
料
分
の
切
手
の
送
付

先　（一
財
）
建
設
業
振
興
基
金

　

建
設
業
経
理
検
定
試
験
セ

ン
タ
ー
試
験
係
（
上
期
試
験

五
月
二
十
四
日
、
下
期
十
一

月
二
十
二
日
同
基
金
到
着
分

迄
）。
郵
送
請
求
の
場
合
、

申
込
書
が
届
く
の
に
一
週
間

程
度
か
か
り
ま
す
。

④
申
込
書
請
求
部
数
の
送
料

（
切
手
）　

一
部
百
四
十
円

分
、
二
〜
三
部
二
百
四
十
円

分
、
四
〜
十
四
部
三
百
五
十

円
分
、
十
五
部
以
上
宅
配
便

送
料
着
払
い
で
送
付
。

９
、
一
級
科
目
合
格
の
有
効

期
限　

一
級
科
目
合
格
に
五

年
間
の
有
効
期
限
。
な
お
、

東
日
本
大
震
災
の
対
応
と
し

て
、
大
震
災
発
生
時
（
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
）
に

有
効
で
あ
っ
た
科
目
合
格

は
、
有
効
期
限
を
六
ヶ
月
延

長
い
た
し
ま
し
た
。

10
、
検
定
試
験
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
先

　

〒
一
〇
五
―
〇
〇
〇
一

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
―
二

―
一
二
（
一
財
）
建
設
業
振

興
基
金　

建
設
業
経
理
検
定

試
験
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
三

―
五
四
七
三
―
四
五
八
一
）。

11
、
参
考
図
書　

建
設
業
振

興
基
金
で
は
、
下
記
の
参
考

図
書
等
を
発
行
し
て
い
る
。

①
建
設
業
会
計
概
説
（
一

級
・
財
務
諸
表
、
財
務
分
析
、

原
価
計
算
、
二
級
、
三
級
）、

②
初
歩
の
建
設
業
会
計
（
四

級
）。

　

右
記
図
書
お
申
込
先
・
㈱

建
設
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

〒
一
〇
五
―
〇
〇
〇
一　

東

京
都
港
区
虎
ノ
門
四
―
三
―

一
〇
、
電
話
〇
三
―
五
四
〇

八
―
一
八
八
一
）
ま
で
。

  

（
一
財
）
建
設
業
振
興
基

金
は
、
昭
和
五
十
九
年
よ
り

建
設
業
会
計
に
関
す
る
知
識

と
処
理
能
力
の
向
上
を
図

り
、
建
設
会
社
の
経
営
基
盤

強
化
を
目
的
と
し
て
、
標
記

特
別
研
修
を
行
っ
て
い
る
。

　

特
別
研
修
は
講
習
と
検
定

試
験
と
を
組
み
合
わ
せ
て
実

施
し
、
研
修
最
終
日
に
行
う

検
定
試
験
に
合
格
す
る
と
建

設
業
経
理
事
務
士
の
資
格
が

得
ら
れ
る
。

一
、
申
込
受
付
期
間

　

平
成
二
十
四
年
五
月
十

日
（
木
）
〜
五
月
三
十
一
日

（
木
）。
六
月
一
日
以
降
は
定

員
に
余
裕
が
あ
る
場
合
に
限

３
・
４
級
建
設
業
経
理
事
務
士

特
別
研
修
の
ご
案
内

り
、
追
加
で
受
付
を
行
い
ま

す
の
で
、
同
基
金
ま
で
問
合

せ
下
さ
い
。

二
、
受
講
資
格
・
研
修
内
容

（
１
）
三
級

①
受
講
資
格　

建
設
業
経
理

事
務
士
四
級
有
資
格
者
。
建

設
業
経
理
事
務
士
四
級
を
お

持
ち
で
な
い
方
で
も
、
同
一

年
度
で
四
級
・
三
級
の
同
時

申
込
み
が
可
能
。

②
研
修
内
容　

建
設
工
事
の

施
工
工
程
で
発
生
す
る
取
引

や
一
般
的
な
商
取
引
に
係
る

記
帳
処
理
上
の
問
題
点
を
解

き
明
か
す
と
と
も
に
、
建
設

業
の
決
算
に
つ
い
て
実
務
を

踏
ま
え
た
例
題
を
多
数
用
い

て
明
ら
か
に
す
る
。
特
に
重

要
で
あ
る
建
設
業
の
原
価
計

算
の
基
礎
を
こ
の
段
階
で
確

実
に
理
解
し
て
い
た
だ
く
。

（
２
）
四
級

①
受
講
資
格　

ど
な
た
で
も

申
し
込
み
で
き
ま
す
。

②
研
修
内
容　

簿
記
と
は
何

か
、
な
ぜ
大
切
か
と
い
う
段

階
か
ら
、
複
式
簿
記
の
仕
組

み
を
理
解
し
て
い
く
。

３
、受
講
料
（
テ
キ
ス
ト
代
・

消
費
税
込
）

　

三
級
三
万
千
円
、
四
級
二

万
七
百
円
、
四
・
三
級
同
時

申
込
五
万
千
六
百
円
。（
五

月
三
十
一
日
ま
で
）

　
　

三
級
三
万
二
千
円
、
四

級
二
万
千
七
百
円
、
四
・
三

級
同
時
申
込
五
万
二
千
六
百

円
。（
六
月
一
日
以
降
）

４
、
合
格
発
表

　

検
定
試
験
終
了
後
、
お
よ

そ
二
週
間
後
に
合
否
通
知
を

本
人
宛
に
郵
送
。
四
級
・
三

級
同
時
申
込
者
は
、
四
級
の

合
否
通
知
で
合
格
を
確
認

後
、
三
級
を
受
講
。

５
、
申
込
書
の
入
手
方
法

　

四
月
二
十
五
日
（
水
）
よ

り
一
部
百
円
（
消
費
税
込
）

で
頒
布
。
申
込
書
の
代
金
は

受
講
料
と
共
に
払
い
込
み
の

た
め
、
申
込
書
入
手
時
に
は

不
要
。

（
１
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

ら
の
申
込
書
請
求
方
法

　

http://w
w
w
.kensetsu-

kikin.or.jp/gyom
2/

（
２
）
郵
送
に
よ
る
申
込
書

請
求
方
法

　

以
下
に
挙
げ
る
①
、
②
を

次
の
宛
先
へ
郵
送
下
さ
い
。

（
一
財
）
建
設
業
振
興
基
金

　

建
設
業
経
理
検
定
試
験
セ

ン
タ
ー
特
別
研
修
係
。

①
申
込
書
送
付
依
頼
書　

必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
送
付

下
さ
い
。

②
送
料
分
切
手　

部
数
に
応

じ
た
送
料
分
の
切
手
。

　

一
部
百
二
十
円
分
、
二
部

百
四
十
円
分
、
三
部
二
百
円

分
、
四
〜
六
部
二
百
四
十
円

分
、
七
〜
十
三
部
三
百
九
十

円
分
、
十
四
部
以
上
お
問
合

せ
下
さ
い
。
申
込
書
が
手
元

に
届
く
の
に
一
週
間
程
度
か

か
り
ま
す
。申
込
書
代
金（
百

円
）
は
同
基
金
か
ら
お
送
り

す
る
申
込
書
に
受
講
料
と
共

に
払
い
込
み
の
た
め
、
申
込

書
入
手
時
に
は
不
要
。

６
、
実
施
都
市
・
開
催
日

　

表
参
照
。

７
、
実
施
機
関
・
問
合
せ
先

 

（
一
財
）
建
設
業
振
興
基
金

　

建
設
業
経
理
検
定
試
験
セ

ン
タ
ー
特
別
研
修
係
、
電
話

〇
三
―
五
四
七
三
―
四
五
八

一
。

24 年度

24 年度
実施都市・開催日

円
、一
級
二
科
目
・

一
万
三
百
円
、
一

級
三
科
目
・
一
万

三
千
三
百
円
。
二

級
・
六
千
百
円
、

三
級
・
五
千
百
円
、

四
級
・
四
千
百
円
。

二
・
三
級
・
一
万

千
二
百
円
、
三
・

四
級
・
九
千
二
百

円
。
※
上
記
受
験

料
の
ほ
か
、「
受

験
申
込
書
」
を
入

手
さ
れ
て
申
し
込

み
さ
れ
る
場
合

は
、
申
込
書
代
と

し
て
三
百
円
（
消

費
税
込
）
必
要
と

な
り
ま
す
。ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
申
し
込
み
さ
れ

る
場
合
は
、
申
込

書
代
は
不
要
で
す

が
、
決
済
手
数
料



平
成
24
年
度
浄
化
槽
管
理
士

講
習
・
浄
化
槽
技
術
管
理
者

講
習
会
の
ご
案
内

　
（
公
財
）
日
本
環
境
整
備

教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
浄
化

槽
管
理
士
講
習
並
び
に
浄
化

槽
技
術
管
理
者
講
習
会
を
実

施
す
る
。
実
施
日
程
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◎
浄
化
槽
管
理
士
講
習

　

浄
化
槽
法
第
四
十
五
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
浄

化
槽
の
保
守
点
検
に
関
し
て

必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
関

す
る
講
習
と
し
て
、
環
境
省

関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
第

五
十
二
条
に
基
づ
き
、
環
境

大
臣
よ
り
（
公
財
）
日
本
環

境
整
備
教
育
セ
ン
タ
ー
が
指

定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
さ

れ
、
実
施
す
る
も
の
で
す
。

１
、
講
習
内
容

（
１
）
講
習
時
間　

八
十
時

間
（
十
三
日
間
）。
な
お
、

浄
化
槽
設
備
士
資
格
取
得
者

で
受
講
一
部
免
除
を
選
択
す

る
方
は
教
科
目
の
①
及
び
④

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

（
２
）
教
科
目
及
び
時
間

①
浄
化
槽
概
論
（
八
時
間
）

②
浄
化
槽
行
政
（
四
）
③
浄

化
槽
の
構
造
及
び
機
能
（
二

十
二
）
④
浄
化
槽
工
事
概
論

（
四
）
⑤
浄
化
槽
の
点
検
、

調
整
及
び
修
理
（
三
十
）
⑥

水
質
管
理
（
十
）
⑦
浄
化
槽

の
清
掃
概
論
（
二
）。

２
、
考
査

　

最
終
日
に
は
右
記
①
か
ら

⑦
ま
で
の
全
教
科
目
全
般
に

わ
た
っ
て
行
い
、
考
査
時
間

は
二
時
間
で
す
。
な
お
、
受

講
一
部
免
除
を
選
択
し
た
方

で
あ
っ
て
も
考
査
に
つ
い
て

の
免
除
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３
、
受
講
資
格 

学
歴
、
実

務
経
験
等
は
一
切
問
い
ま
せ

ん
。

４
、
受
講
料

　

十
二
万
九
千
七
百
円
（
浄

化
槽
設
備
士
資
格
取
得
者
で

受
講
一
部
免
除
を
選
択
す
る

方
は
十
二
万
二
百
円
）。

５
、
開
催
会
場
及
び
日
程

　

別
掲
参
照
。

◎
浄
化
槽
技
術
管
理
者
講
習

会
　

浄
化
槽
法
第
十
条
第
二
項

に
基
づ
き
、
処
理
対
象
人
員

五
百
一
人
以
上
の
規
模
の
浄

化
槽
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
浄
化
槽
技
術
管
理
者
を

養
成
す
る
た
め
の
講
習
会

で
、
同
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す

る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
浄
化
槽
技
術
管
理

者
の
資
格
は
、
環
境
省
関
係

浄
化
槽
法
施
行
規
則
第
八
条

に
よ
り
「
浄
化
槽
管
理
士
の

資
格
を
有
し
、
か
つ
、
同
項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

規
模
の
浄
化
槽
の
保
守
点
検

及
び
清
掃
に
関
す
る
技
術
上

の
業
務
に
関
し
二
年
以
上
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ

と
」と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
環
境
省
廃
棄
物
対

策
課
長
よ
り
平
成
十
三
年
二

月
十
五
日
付
け
で
各
都
道
府

県
・
各
政
令
市
浄
化
槽
行
政

主
管
部
（
局
）
長
宛
に
「
浄

化
槽
技
術
管
理
者
の
資
質
の

向
上
を
図
る
こ
と
は
、
浄
化

槽
の
適
切
な
維
持
管
理
を
推

進
す
る
た
め
に
重
要
で
あ

り
、
か
か
る
観
点
か
ら
、
処

理
対
象
人
員
が
五
百
一
人
以

上
の
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に

関
す
る
技
術
上
の
業
務
に
必

要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

に
関
す
る
講
習
等
を
修
了
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。」
と
し
て
通
知

さ
れ
て
い
る
。

　

本
講
習
を
受
講
す
る
際
に

は
、
上
記
規
則
及
び
通
知
を

十
分
に
ご
理
解
の
上
、
申
請

下
さ
い
。

１
、
講
習
内
容

（
１
）
講
習
時
間

　

二
十
時
間
（
三
日
間
）。

な
お
、最
終
日
に
は
考
査（
一

時
間
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

（
２
）
教
科
目
及
び
時
間

　

①
浄
化
槽
関
係
行
政
（
三

時
間
）
②
浄
化
槽
行
政
（
四
）

③
技
術
総
論
（
五
）
④
水
質

管
理
（
八
）。

２
、
受
講
資
格　

浄
化
槽
管

理
士
で
あ
る
こ
と
。

３
、受
講
料　

四
万
九
千
円
。

４
、
開
催
会
場
及
び
日
程

　

別
表
参
照
。

◎
問
合
せ
先

　
（
公
財
）
日
本
環
境
整
備

教
育
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都

墨
田
区
菊
川
二
―
二
三
―

三
、
電
話
〇
三
―
三
六
三
五

―
四
八
八
〇
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジhttp://w
w
w
.jeces.

or.jp

）。

全
水
協
主
催

平
成
24
年
度
・
貯
水
槽
清
掃

作
業
監
督
者
新
規
講
習
会

　
（
社
）
全
国
建
築
物
飲
料

水
管
理
協
会
（
全
水
協
）
は
、

さ
る
二
月
十
四
日
、
厚
生
労

働
大
臣
よ
り
建
築
物
に
お
け

る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関

す
る
法
律（
建
築
物
衛
生
法
）

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貯

水
槽
清
掃
作
業
監
督
者
講
習

等
登
録
機
関
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
同
協
会
は
、

建
築
物
衛
生
法
に
定
め
ら
れ

た
、
建
築
物
の
飲
料
水
の
貯

水
槽
の
清
掃
を
行
う
事
業
の

都
道
府
県
知
事
登
録
（
五
号

登
録
事
業
・
登
録
建
築
物
飲

料
水
貯
水
槽
清
掃
業
）
を
受

け
る
こ
と
の
で
き
る
人
的
要

件
で
あ
る
貯
水
槽
清
掃
作
業

監
督
者
講
習
及
び
六
年
毎
の

再
講
習
を
実
施
す
る
。
こ
の

講
習
会
の
実
施
に
際
し
て

は
、
全
管
連
の
地
元
会
員
等

が
協
力
す
る
。

　

全
水
協
の
主
催
す
る
平
成

二
十
四
年
度
講
習
会
の
実
施

要
領
概
要
・
日
程
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
下
さ

い
。http

://w
w
w
.jw
a-

org.or.jp/

　

ま
た
、
全
管
連
ニ
ュ
ー
ス

四
月
号
に
お
い
て
調
整
中
の

三
多
摩
管
工
事
協
同
組
合
の

実
施
日
程
が
別
表
の
通
り
決

定
し
ま
し
た
。

◎
貯
水
槽
清
掃
作
業
監
督
者

講
習
会

　

建
築
物
衛
生
法
施
行
規
則

第
二
十
八
条
第
四
号
イ
の
規

定
に
よ
り
、
建
築
物
飲
料
水

貯
水
槽
清
掃
業
の
登
録
の
人

的
要
件
で
あ
る
飲
料
水
の
貯

水
槽
の
清
掃
作
業
の
監
督
を

行
う
者
と
し
て
の
貯
水
槽
清

掃
作
業
監
督
者
の
資
格
を
得

よ
う
と
す
る
方
に
対
し
、
全

水
協
が
厚
生
労
働
大
臣
の
登

録
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の

で
す
。
な
お
、
こ
の
講
習
会

を
修
了
さ
れ
た
方
（
講
習
科

目
の
全
課
程
を
修
め
良
好
な

成
績
を
得
た
方
）
に
は
修
了

証
書
（
有
効
期
限
六
年
）
が

交
付
さ
れ
ま
す
。

１
、
受
講
資
格
（
建
築
物
環

境
衛
生
管
理
技
術
者
免
状
を

有
す
る
方
は
受
講
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

次
の
①
②
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

①
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高

等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育

学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
に

基
づ
く
中
等
学
校
を
卒
業
し

た
後
、
二
年
以
上
建
築
物
の

貯
水
槽
の
清
掃
に
関
す
る
実

貯水槽清掃作業監督者講習会　日程

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
。　
　
　
　
　
　
　
　

②
五
年
以
上
建
築
物
の
貯
水

槽
の
清
掃
に
関
す
る
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
。

③
①
と
同
等
以
上
の
学
歴
及

び
実
務
の
経
験
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
。

２
、
講
習
科
目

　

建
築
物
環
境
衛
生
制
度

（
二
時
間
）、
給
水
衛
生
概
論

（
七
）、
建
築
設
備
概
論
（
給

水
設
備
関
係
）（
五
）、
作
業

の
安
全
管
理
（
二
）、
貯
水

槽
清
掃
各
論
（
十
二
）、
考

査
（
一
・
五
）、合
計
二
十
九
・

五
時
間
（
四
日
間
）。

３
、受
講
料　

五
万
二
千
円
。

４
、
問
い
合
わ
せ　

全
水
協

事
務
局
〇
三
―
三
五
〇
二
―

〇
七
八
五

（注）　受講申込には、添付書類が全部そろっていることが必要です。受付期間
であっても、募集人数に達した時点で受付を終了させて頂きます。なお、
受付期間終了後でも、募集人数に達しないときは、受付期間を延長いた
しますので、お問い合わせ下さい。 

６２０１２年（平成24年）５月１日（火曜日） 全 管 連 ニ ュ ー ス （第三種郵便物認可） 第６４８号 （　）

浄化槽管理士講習　開催会場及び日程

浄化槽技術管理者講習会　開催会場及び日程



７ ２０１２年（平成24年）５月１日（火曜日）全 管 連 ニ ュ ー ス（第三種郵便物認可）第６４８号（　）
　

４
日　

給
水
装
置
工
事
主
任

技
術
者
試
験
講
師
打
合
せ
会
が

午
後
三
時
よ
り
、
東
京
都
豊
島

区
の
全
管
連
会
館
に
て
行
わ

れ
、
山
川
技
術
参
与
、
高
橋
技

術
参
与
、
安
田
一
章
氏
が
出
席

し
た
。

　

同
日　

Ａ
Ｉ
Ｊ
問
題
検
討
協

議
会
第
一
回
研
究
Ｗ
Ｇ
会
が
午

前
十
時
よ
り
、
東
京
都
千
代
田

区
の
全
国
石
油
協
会
に
て
行
わ

れ
、
松
本
局
長
が
出
席
し
た
。

　

５
日　

Ａ
Ｉ
Ｊ
投
資
問
題
に

伴
う
今
後
の
厚
生
年
金
基
金
の

資
産
運
用
の
在
り
方
検
討
会
が

午
後
二
時
よ
り
、
東
京
都
豊
島

区
の
全
管
連
会
館
に
て
行
わ

れ
、
大
澤
会
長
、
藤
川
担
当
副

会
長
、
後
藤
専
務
、
松
本
局
長
、

上
田
次
長
が
出
席
し
た
。

　

６
日　

事
業
部
会
が
午
後
二

時
よ
り
、
全
管
連
会
館
に
て
行

わ
れ
た
。
出
席
者
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。（
敬
称
略
）
担
当

副
会
長
・
瀧
澤
、
部
長
・
中
西
、

副
部
長
・
堀
口
、
委
員
長
・
南
、

副
委
員
長
・
大
坂
、
後
藤
専
務
、

松
本
局
長
、
上
田
次
長
、
依
田

主
任
。

　

７
日　

全
管
連
青
年
部
協
議

会
の
正
副
会
長
部
会
長
会
が
午

後
一
時
よ
り
、
東
京
都
港
区
の

デ
ス
カ
ッ
ト
品
川
港
南
口
店
に

て
行
わ
れ
、
仲
村
職
員
が
出
席

し
た
。

　

９
日　

建
築
物
リ
フ
ォ
ー

ム
・
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
調
査
説
明

が
午
後
五
時
よ
り
、
全
管
連
会

館
に
て
行
わ
れ
、
後
藤
専
務
、

松
本
局
長
、
上
田
次
長
が
出
席

し
た
。

　

10
日　
（
一
財
）
日
本
燃
焼

機
器
検
査
協
会
の
第
一
回
燃
料

電
池
検
査
基
準
作
成
委
員
会
が

午
後
二
時
よ
り
、
並
び
に
第
一

回
燃
料
電
池
シ
ス
テ
ム
認
証
業

務
運
営
委
員
会
が
午
後
三
時
よ

り
、
東
京
都
千
代
田
区
の
ミ
ク

ニ
ビ
ル
に
て
行
わ
れ
、
山
川
技

術
参
与
が
出
席
し
た
。

　

同
日　
「
地
震
等
緊
急
時
に

お
け
る
応
急
復
旧
工
事
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
改
訂
に
関
す
る
日

本
水
道
協
会
と
の
意
見
交
換
会

が
午
後
三
時
よ
り
、
東
京
都
千

代
田
区
の
同
協
会
に
て
行
わ

れ
、杉
山
災
害
対
策
担
当
理
事
、

後
藤
専
務
、
松
本
局
長
、
上
田

次
長
が
出
席
し
た
。

　

12
日　
（
一
財
）
建
設
業
振

興
基
金
の
東
日
本
大
震
災
に
お

け
る
建
設
業
の
災
害
対
応
実
態

調
査
報
告
会
が
午
後
二
時
よ

り
、
東
京
都
千
代
田
区
の
東
海

大
学
校
友
会
館
に
て
行
わ
れ
、

上
田
次
長
が
出
席
し
た
。

　

16
日　

故
増
渕
昭
敏
氏
の
通

夜
が
午
後
六
時
よ
り
、
東
京
都

荒
川
区
の
町
田
斎
場
に
て
行
わ

れ
、
松
本
局
長
が
参
列
し
た
。

　

17
日　

地
震
等
緊
急
時
応
急

復
旧
工
事
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
改

訂
第
二
回
合
同
Ｗ
Ｇ
会
議
が
午

後
二
時
三
十
分
よ
り
、
宮
城
県

仙
台
市
の
宮
城
県
管
工
事
会
館

に
て
行
わ
れ
た
。
出
席
者
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。（
敬
称
略
・

順
不
同
）

○
自
ら
が
被
災
地
と
な
っ
た
応

急
復
旧
へ
の
対
応
に
関
す
る
Ｗ

Ｇ　

委
員
・
杉
山
、鎌
田
、千
葉
、

渕
上
、
臼
倉
、
田
中
、
高
木

○
応
急
復
旧
応
援
に
お
け
る
見

直
し
に
関
す
る
Ｗ
Ｇ　

委
員
・

若
杉
、
垣
見
、
中
井
、
藤
、
後

藤
専
務
、
松
本
局
長
、
上
田
次

長
、
鈴
木
主
任
。

　

19
日　

第
三
十
六
回
機
関
誌

編
集
委
員
会
が
午
後
三
時
よ

り
、東
京
都
中
央
区
の
（
公
財
）

給
水
工
事
技
術
振
興
財
団
に
て

行
わ
れ
、
森
広
報
副
部
長
、
上

田
次
長
が
出
席
し
た
。

　

24
日　

第
三
十
五
回
技
術
部

会
が
午
後
二
時
よ
り
、
全
管
連

会
館
で
行
わ
れ
た
。
出
席
者
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。（
敬
称

略
）
技
術
部
会　

副
会
長
・
藤
、

部
長
・
佐
藤
、
委
員
長
・
松
本
、

副
委
員
長
・
小
野
、
後
藤
専
務
、

松
本
局
長
、
上
田
次
長
、
佐
藤

課
長
、
依
田
主
任
、
鈴
木
主
任
。

　

27
日　

部
長
会
議
が
午
後
二

時
よ
り
、
全
管
連
会
館
に
て
行

わ
れ
た
。
出
席
者
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。（
敬
称
略
）
総
務

部
長
・
松
田
、経
理
部
長
・
杉
山
、

経
営
部
長
・
蒼
森
、
広
報
部
長
・

横
須
賀
、
事
業
部
長
・
中
西
、

技
術
部
長
・
佐
藤
、
後
藤
専
務
、

松
本
局
長
、
上
田
次
長
、
佐
藤

課
長
、
依
田
主
任
、
鈴
木
主
任
。 「

災
害
時
の
浄
化
槽
被
害
等

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
第
二

版
）」
及
び
事
例
集
を
作
成

 

環
境
省

　

環
境
省
は
、
平
成
二
十
二

年
三
月
に
「
災
害
時
の
浄
化

槽
被
害
等
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
第
一
版
）」
を
作
成
し
ま
し

た
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月

の
東
日
本
大
震
災
の
被
害
実

態
を
踏
ま
え
、
浄
化
槽
や
防

災
に
関
す
る
有
識
者
等
か
ら

な
る
検
討
会
に
お
い
て
マ
ニ

ュ
ア
ル
改
訂
に
関
す
る
検
討

を
行
い
、「
災
害
時
の
浄
化

槽
被
害
等
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
第
二
版
）」
及
び
事
例
集
と

し
て
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
詳
細
は

環
境
省
浄
化
サ
イ
ト
を
参

照
し
て
下
さ
い
。http://

w
w

w
.e

n
v
.g

o
.jp

/
recycle/jokaso/

Ａ
Ｉ
Ｊ
投
資
問
題
に
伴
う
厚

生
年
金
基
金
の
資
産
運
用
の

在
り
方
検
討
会
を
開
催

　

標
記
検
討
会
が
、
四
月
五

日
、
全
管
連
会
館
に
お
い
て

行
わ
れ
Ａ
Ｉ
Ｊ
投
資
顧
問

（
株
）に
厚
生
年
金
基
金
の
資

産
運
用
を
委
託
し
て
い
る
管

工
事
業
厚
生
年
金
基
金
（
埼

玉
・
千
葉
・
北
信
越
・
京
滋
）

が
出
席
さ
れ
た
。

　

当
日
は
、
①
本
件
に
関
す

第
37
回
事
業
部
会
を
開
催

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
商

品
総
合
カ
タ
ロ
グ
を
作
成

　　

本
会
賛
助
会
員
の
（
株
）

シ
マ
ブ
ン
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
商
品
２
０
１
２

ー
２
０
１
３　

総
合
カ
タ
ロ

グ
」
を
作
成
し
た
。

　

同
カ
タ
ロ
グ
で
は
、
高
齢

者
施
設
・
障
害
者
施
設
等
で

使
用
さ
れ
る
、
グ
レ
ー
チ
ン

グ
、
ト
ラ
ッ
プ
付
排
水
ユ

ニ
ッ
ト
等
を
紹
介
し
て
い

る
。
な
お
、
カ
タ
ロ
グ
を
ご

希
望
の
方
は
次
の
お
問
い
合

賛
助
会
員

□
組
織
変
更

　

本
会
賛
助
会
員
の
中
央
三

井
ア
セ
ッ
ト
信
託
銀
行（
株
）

は
、
住
友
信
託
銀
行
（
株
）

と
四
月
一
日
付
け
で
合
併
し

三
井
住
友
信
託
銀
行
（
株
）

と
な
り
ま
し
た
。

①
名
称　

三
井
住
友
信
託
銀

行
株
式
会
社

②
住
所　

東
京
都
千
代
田

区
丸
の
内
一
―
四
―
一
、

電
話
〇
三
―
三
二
八
六
―

一
一
一
一

（
財
）
地
域
開
発
研
究
所

管
工
事
及
び
土
木
施
工
管
理

技
術
検
定
・
受
験
準
備
用
図

書
を
販
売

　
（
財
）
地
域
開
発
研
究
所

は
、
標
記
に
関
す
る
テ
キ
ス

ト
、
問
題
集
を
販
売
し
て
お

り
ま
す
。

　

な
お
、
本
会
は
、
こ
れ
ま

で
管
工
事
施
工
管
理
技
術
検

定
試
験
の
受
験
準
備
用
図
書

と
し
て
、
一
級
及
び
二
級

管
工
事
施
工
管
理
技
術
検

定
「
こ
れ
な
ら
わ
か
る
問
題

と
解
説
」、「
こ
れ
な
ら
力
が

つ
く
精
選
問
題
集
」
及
び
二

級
「
実
力
テ
ス
ト
」
を
発
行

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
二
十

四
年
度
か
ら
は
販
売
を
中
止

し
、（
財
）
地
域
開
発
研
究

所
発
行
の
図
書
を
斡
旋
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

申
込
に
つ
き
ま
し
て
は
、

全
管
連
事
務
局
（
〇
三
―
三

九
四
九
―
七
三
一
二
）
ま
で

　

標
記
会
議
が
、四
月
六
日
、

全
管
連
会
館
に
お
い
て
行
わ

れ
た
。

　

当
日
は
、
①
管
工
事
賠
償

補
償
制
度
②
事
故
対
応
時
の

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
体
制
③

全
国
中
央
会
・
業
務
災
害
補

□
名
称
変
更

◎
（
社
）
岩
手
県
管
工
業
協

会新
名
称　

一
般
社
団
法
人
岩

手
県
空
調
衛
生
工
事
業
協
会

����� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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第
35
回
技
術
部
会
を
開
催

　

標
記
会
議
が
、
四
月
二
十

四
日
、
全
管
連
会
館
に
お
い

て
行
わ
れ
た
。

　

当
日
は
、
①
平
成
二
十
三

年
度
事
業
②
水
道
施
設
工
事

の
積
算
実
務
（
仮
称
）
③
平

成
二
十
四
年
度
事
業
計
画

（
案
）
④
平
成
二
十
五
年
度

部
会
長
会
を
開
催

　

標
記
会
議
が
、
四
月
二
十

七
日
、
全
管
連
会
館
に
お
い

て
行
わ
れ
た
。

　

当
日
は
、
①
平
成
二
十
三

年
度
収
支
決
算
（
予
測
）
②

平
成
二
十
四
年
度
事
業
計

画
、
収
支
予
算
（
案
）
に
つ

い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
。

大
規
模
災
害
緊
急
対
応
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
作
成　

　

全
管
連

　　
（
社
）
全
国
浄
化
槽
団
体

連
合
会
は
、
東
日
本
大
震
災

を
機
に
、
震
災
対
策
特
別
委

員
会
を
設
置
し
、
過
去
の
大

規
模
災
害
の
貴
重
な
経
験
を

も
と
に
、
大
き
な
災
害
に
よ

り
浄
化
槽
に
被
害
が
発
生
し

た
場
合
に
備
え
て
、
速
や
か

に
か
つ
円
滑
に
対
処
で
き
る

よ
う
、
平
常
時
に
準
備
す
べ

き
こ
と
か
ら
復
旧
ま
で
の
手

順
書
に
つ
い
て
「
大
規
模
災

害
緊
急
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。　

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
詳
細
は
全

浄
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
し
て
下
さ
い
。http://

w
w
w
.zenjohren.or.jp/

中
小
企
業
活
路
開
拓
調
査
・

実
現
化
事
業
成
果
調
査
事
業

川
崎
市
管
工
事
業
協
同
組
合

の
事
例
紹
介

　

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央

会
は
、
平
成
二
十
三
年
度
組

合
等
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
等
開
発
事
業
、
組
合

等
Ｗ
ｅ
ｂ
構
築
支
援
事
業
の

成
果
調
査
事
業
報
告
書
を
作

成
さ
れ
、
川
崎
市
管
工
業
協

同
組
合
の
事
例
が
紹
介
さ
れ

ま
し
た
。

　

川
崎
市
管
工
事
協
同
組
合

は
川
崎
市
水
道
局
か
ら
の
修

繕
受
託
業
務
に
お
い
て
、
作

業
効
率
化
を
図
る
た
め
の
シ

ス
テ
ム
開
発
を
行
っ
た
。

合
併
処
理
浄
化
槽　

普
及
進

む 

環
境
省

　

環
境
省
は
、
三
月
二
十
三

日
付
け
で
平
成
二
十
二
年
度

末（
平
成
二
十
三
年
三
月
末
）

水
道
施
設
整
備
費
等
国
庫
補

助
事
業
に
係
る
歩
掛
表
検
討

に
関
す
る
改
訂
要
望
の
資
料

の
提
出
（
依
頼
）
に
つ
い
て

協
議
が
行
わ
れ
た
。

浄
化
槽
の
設
置
状
況
を
取
り

ま
と
め
た
。
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
下
さ

い
。http

://w
w
w
.env.

g
o
.jp

/p
ress/p

ress.
php?serial=

15002

　

単
独
処
理
と
合
併
処
理
を

併
せ
た
浄
化
槽
の
設
置
基
数

は
七
百
九
十
四
万
基
で
あ

り
、
そ
の
内
訳
は
、
し
尿
と

生
活
雑
排
水
を
合
わ
せ
て
処

理
す
る
合
併
処
理
浄
化
槽
が

三
百
六
万
基
で
全
体
の
約
三

十
八
％
を
、
し
尿
の
み
を
処

理
す
る
単
独
処
理
浄
化
槽
が

四
百
八
十
八
万
基
で
全
体
の

約
六
二
％
を
占
め
て
い
る
。

平
成
二
十
二
年
度
の
合
併
処

理
浄
化
槽
の
新
規
設
置
基
数

は
十
三
・
五
万
基
で
あ
り
、

廃
止
等
分
と
合
わ
せ
て
平
成

二
十
一
年
度
か
ら
約
七
万
基

の
増
加
と
な
っ
た
。

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

わ
せ
ま
で
ご
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。（
株
）
シ
マ
ブ

ン
（
〒
八
四
九
―
〇
一
一
二

　

佐
賀
県
三
養
基
郡
み
や

き
町
江
口
二
四
八
八
―
五
、

電
話
〇
九
四
二
―
八
九
―

五
二
三
五
、
担
当　

副
島
）

訃
報　

本
会
元
理
事

増
渕
昭
敏
氏　

ご
逝
去

　

本
会
元
理
事
、
元
総
務
部

長
、
元
東
京
都
管
工
事
工
業

協
同
組
合
理
事
の
増
渕
昭
敏

氏
は
、
さ
る
四
月
十
二
日
に

逝
去
さ
れ
た
。
享
年
八
十
五

歳
。

　

故
増
渕
昭
敏
氏
は
昭
和
六

十
年
六
月
か
ら
平
成
四
年
六

月
ま
で
本
会
の
理
事
を
つ
と

め
ら
れ
、
平
成
四
年
十
一
月

に
は
黄
綬
褒
章
を
受
章
さ
れ

る
な
ど
本
会
並
び
に
業
界
の

発
展
に
尽
力
さ
れ
た
。

　

故
人
の
葬
儀
は
四
月
十
六

日
午
後
六
時
よ
り
、
東
京
都

荒
川
区
の
町
屋
斎
場
に
お
い

て
し
め
や
か
に
執
り
行
わ
れ

た
。
喪
主
は
奥
様
の
増
渕
か

つ
江
様
。
衷
心
よ
り
、
故
人

の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

る
現
状
説
明
②
現
状
報
告
を

踏
ま
え
て
の
意
見
集
約
に
つ

い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
。

償
制
度
に
つ
い
て
協
議
が
行

わ
れ
た
。

全
管
連
の
う
ご
き

４月



温
水
洗
浄
便
座

重
大
製
品
事
故
防
止
の
た
め

の
チ
ラ
シ
を
改
定

　
（
一
社
）
温
水
洗
浄
便
座

工
業
会
で
は
、
経
済
産
業
省

の
指
導
の
下
で
様
々
な
事
業

を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
消
費
者

に
温
水
洗
浄
便
座
を
快
適

に
、
安
全
に
使
っ
て
も
ら
う

た
め
、
手
入
れ
方
法
・
使
用

上
の
注
意
事
項
を
取
り
ま
と

め
た
チ
ラ
シ
や
消
費
者
に
重

大
製
品
事
故
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
、
消
費
者
に
使
用

上
の
注
意
事
項
等
を
お
知
ら

せ
す
る
チ
ラ
シ
を
作
成
し
て

い
る
。

　

今
年
は
、
温
水
洗
浄
便
座

の
重
大
事
故
防
止
を
訴
え
、

故
障
し
た
ま
ま
の
使
用
や
長

年
の
使
用
は
、
電
気
部
品
が

劣
化
し
発
煙
発
火
の
恐
れ
が

あ
り
、
定
期
的
な
点
検
を
進

め
る
も
の
に
改
定
し
、
長
期

間
（
十
年
以
上
）
使
用
の
製

品
は
買
い
替
え
を
検
討
い
た

だ
く
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

全
管
連
市
町
村
の
所
属
組

合
に
も
五
月
上
旬
に
十
部
ず

つ
配
布
予
定
。
追
加
希
望
の

団
体
、
又
は
、
本
件
に
関
す

る
お
問
合
せ
は
同
工
業
会
ま

で
。

　
（
一
社
）
温
水
洗
浄
便
座

工
業
会　

東
京
事
務
所　

〒

一
六
二
―
〇
八
四
三　

新
宿

区
市
谷
田
町
二
―
二
九　

こ

く
ほ
二
一　

五
階　

電
話
〇

三
―
五
二
〇
六
―
五
四
九

三
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三
―
五
二
〇

六
―
五
四
九
二
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